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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
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【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 打 球 が 入 賞 可 能 な 第 一 特 定 入 賞 口 と 、
　 前 記 第 一 特 定 入 賞 口 に 入 球 し た 打 球 を 検 出 す る た め の 第 一 特 定 入 賞 検 出 手 段 と 、
　 打 球 が 入 賞 可 能 な 第 二 特 定 入 賞 口 と 、
　 前 記 第 二 特 定 入 賞 口 に 入 球 し た 打 球 を 検 出 す る た め の 第 二 特 定 入 賞 検 出 手 段 と 、
　 打 球 を 受 け 入 れ 易 い 開 状 態 、 及 び 打 球 を 受 け 入 れ 難 い 閉 状 態 と に 可 変 可 能 な 可 変 入 賞 装
置 と 、
　 前 記 可 変 入 賞 装 置 に 入 球 し た 打 球 を 検 出 す る た め の 可 変 入 賞 検 出 手 段 と 、
　 前 記 可 変 入 賞 装 置 に 入 球 し た 打 球 の う ち 、 特 定 領 域 を 通 過 し た 打 球 を 検 出 す る た め の 特
定 領 域 打 球 検 出 手 段 と 、
　 図 柄 を 変 動 表 示 可 能 な 図 柄 表 示 装 置 と 、
　 前 記 第 一 特 定 入 賞 検 出 手 段 、 前 記 第 二 特 定 入 賞 検 出 手 段 、 前 記 可 変 入 賞 装 置 、 前 記 可 変
入 賞 検 出 手 段 、 前 記 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 、 前 記 図 柄 表 示 装 置 に そ れ ぞ れ 接 続 さ れ 、 遊 技
を 制 御 す る た め の 遊 技 制 御 手 段 と を 備 え る 弾 球 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 遊 技 制 御 手 段 に は 、
　 前 記 第 一 特 定 入 賞 検 出 手 段 に よ り 打 球 が 検 出 さ れ た こ と を 条 件 に 、 予 め 設 定 さ れ た 第 一
遊 技 条 件 に も と づ い て 、 前 記 可 変 入 賞 装 置 を 閉 状 態 か ら 開 状 態 に 可 変 す る た め の 第 一 遊 技
制 御 手 段 と 、
　 前 記 第 一 遊 技 制 御 手 段 に よ る 第 一 遊 技 中 、 前 記 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 に よ り 打 球 が 検 出
さ れ た こ と を 条 件 に 、 前 記 第 一 遊 技 条 件 よ り 有 利 な 予 め 設 定 さ れ た 第 二 遊 技 条 件 に も と づ
い て 、 前 記 可 変 入 賞 装 置 を 閉 状 態 か ら 開 状 態 に 可 変 す る た め の 第 二 遊 技 制 御 手 段 と 、
　 前 記 第 二 特 定 入 賞 検 出 手 段 に よ り 打 球 が 検 出 さ れ た こ と を 条 件 に 、 前 記 図 柄 表 示 装 置 に
表 示 さ れ た 図 柄 の 変 動 表 示 を 開 始 し 、 所 定 時 間 経 過 後 、 前 記 変 動 表 示 を 停 止 さ せ る た め の
第 三 遊 技 制 御 手 段 と 、
　 前 記 第 三 遊 技 制 御 手 段 に よ る 第 三 遊 技 の 結 果 、 停 止 し た 図 柄 が 所 定 の 態 様 と な る こ と を
条 件 に 、 前 記 第 一 遊 技 条 件 よ り 有 利 な 予 め 設 定 さ れ た 第 四 遊 技 条 件 に も と づ い て 、 前 記 可
変 入 賞 装 置 を 閉 状 態 か ら 開 状 態 に 可 変 す る た め の 第 四 遊 技 制 御 手 段 と を 備 え 、
　 前 記 第 一 特 定 入 賞 口 と 、 前 記 第 二 特 定 入 賞 口 と を 、 共 通 特 定 入 賞 口 と し 、



【 請 求 項 ２ 】

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 発 明 の 名 称 】 弾 球 遊 技 機
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 こ の 発 明 は 、 例 え ば パ チ ン コ 機 等 の 遊 技 機 に 関 し 、 複 数 種 類 の 遊 技 を 楽 し む こ と が で き
る よ う に し た も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 、 パ チ ン コ 機 で は 、 以 下 の よ う な 二 種 類 の も の が あ る 。
　 　 　 　 （ １ ） フ ィ ー バ ー 機
　 い わ ゆ る フ ィ ー バ ー 機 （ 以 下 「 フ ィ ー バ ー 機 」 と い う 。 ） に は 、 図 柄 表 示 装 置 、 前 記 図
柄 表 示 装 置 に 表 示 さ れ た 図 柄 を 変 動 さ せ る 条 件 と な る 始 動 口 及 び 、 ア タ ッ カ ー と 通 称 さ れ
る 可 変 入 賞 装 置 を 備 え る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 そ し て 、 打 球 が 前 記 始 動 口 に 入 賞 す る と 、 前 記 図 柄 表 示 装 置 に 表 示 さ れ た 図 柄 が 変 動 開
始 し 、 所 定 時 間 後 に 停 止 す る 。 そ の 際 に 表 示 さ れ た 図 柄 が 予 め 定 め ら れ た 図 柄 の 場 合 、 大
当 た り と な り 、 前 記 可 変 入 賞 装 置 が 所 定 期 間 、 開 放 す る 。
　 　 　 　 （ ２ ） ヒ コ ー キ 機
い わ ゆ る ヒ コ ー キ 機 （ 以 下 「 ヒ コ ー キ 機 」 と い う 。 ） に は 、 羽 根 と 通 称 さ れ る 可 変 入 賞 装
置 と 前 記 可 変 入 賞 を 開 閉 さ せ る 条 件 と な る 始 動 口 を 備 え る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 そ し て 、 打 球 が 前 記 始 動 口 に 入 賞 す る と 、 前 記 可 変 入 賞 装 置 が 所 定 回 数 開 閉 動 作 を 行 う
。 そ の 際 に 前 記 可 変 入 賞 装 置 内 部 に 設 け ら れ た 特 定 の 領 域 に 打 球 が 入 賞 す る と 、 大 当 た り
と な り 、 前 記 可 変 入 賞 装 置 が 所 定 期 間 、 開 閉 動 作 を 繰 り 返 す 。
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 し か し 、 上 記 し た 従 来 の 二 種 類 の 遊 技 機 は 、 そ れ ぞ れ 、 固 有 の 遊 技 性 能 し か 備 え て い な
い た め 、 以 下 の 問 題 が あ っ た 。
　 例 え ば 、 上 記 し た 従 来 の フ ィ ー バ ー 機 に お い て は 、 所 定 図 柄 が 成 立 す る 確 率 は 、 １ ／ ２
０ ０ ～ １ ／ ３ ０ ０ 程 度 に 定 め ら れ て い る た め 、 遊 技 者 の 運 に よ っ て は 長 時 間 、 遊 技 を 行 っ
て も 一 度 も 大 当 た り し な い こ と が あ り 、 そ の 結 果 、 遊 技 者 に つ ま ら な い と い う 感 覚 を 与 え
て し ま う と い う 問 題 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 ま た 、 上 記 し た 従 来 の ヒ コ ー キ 機 に お い て は 、 単 調 な 可 変 入 賞 装 置 の 動 き し か 得 ら れ な
い た め 、 長 時 間 、 遊 技 す る と 飽 き て し ま う と い う 問 題 が あ る 。
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　 前 記 第 一 特 定 入 賞 検 出 手 段 と 、 前 記 第 二 特 定 入 賞 検 出 手 段 と を 、 前 記 共 通 特 定 入 賞 口 に
入 球 し た 打 球 を 検 出 す る た め の 共 通 特 定 入 賞 検 出 手 段 と し 、
　 前 記 遊 技 制 御 手 段 に は 、
　 前 記 共 通 特 定 入 賞 検 出 手 段 に よ り 打 球 が 検 出 さ れ た こ と を 条 件 に 、 前 記 第 一 遊 技 と 、 第
三 遊 技 と を 所 定 条 件 に も と づ い て 、 択 一 的 に 開 始 さ せ る た め の 遊 技 選 択 手 段 を 備 え て い る
こ と を 特 徴 と す る 弾 球 遊 技 機 。

　 前 記 遊 技 選 択 手 段 は 、 抽 選 に も と づ い て 、 第 一 遊 技 と 、 第 三 遊 技 と を 選 択 し て い る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 弾 球 遊 技 機 。



　 そ こ で 、 従 来 の 問 題 を 解 決 す る た め に 、 上 記 二 種 類 の 遊 技 を 複 合 す る こ と が 考 え ら れ る
。
　 し か し な が ら 、 上 記 案 件 を 実 現 す る た め に は 、 可 変 入 賞 装 置 を 複 数 持 た な け れ ば な ら ず
、 遊 技 機 の サ イ ズ を 従 来 と 同 サ イ ズ に 保 と う と す る と 、 遊 技 盤 に 制 約 が で き 、 逆 に つ ま ら
な い 遊 技 機 と な る 恐 れ が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 そ こ で 、 各 請 求 項 に そ れ ぞ れ 記 載 さ れ た 各 発 明 は 、 上 記 し た 従 来 の 技 術 の 有 す る 問 題 点
お よ び 、 従 来 技 術 を 引 用 し た 場 合 に 発 生 す る 問 題 点 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ り 、 そ の 目
的 と す る と こ ろ は 次 の 点 に あ る 。
（ 請 求 項 １ ）
　 す な わ ち 、 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 は 、 一 個 の 共 通 し た 可 変 入 賞 装 置 を 用 い て 、 複 数 種 類
の 遊 技 を 楽 し む こ と が で き る よ う に し た も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 例 え ば 、 一 個 の 共 通 し た 可 変 入 賞 装 置 を 用 い て 、 例 え ば 前 述 し た 従 来 の フ ィ ー バ ー 機 や
ヒ コ ー キ 機 等 の 遊 技 を 、 長 時 間 に わ た っ て 楽 し む こ と が で き 、 遊 技 の 単 調 さ を 解 消 す る こ
と が で き る 。
　 こ れ に 加 え て 、 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 は 、 可 変 入 賞 装 置 を 複 数 持 た ず に 済 む た め 、 遊 技
機 の サ イ ズ を 変 化 さ せ る こ と な く 、 遊 技 盤 を 有 効 に 活 用 す る こ と が で き る よ う に し た も の
で あ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　

【 ０ ０ １ ０ 】

【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 各 請 求 項 に そ れ ぞ れ 記 載 さ れ た 各 発 明 は 、 上 記 し た 各 目 的 を 達 成 す る た め に な さ れ た も
の で あ り 、 各 発 明 の 特 徴 点 を 図 面 に 示 し た 発 明 の 実 施 の 形 態 を 用 い て 、 以 下 に 説 明 す る 。
　 な お 、 カ ッ コ 内 の 符 号 は 、 発 明 の 実 施 の 形 態 に お い て 用 い た 符 号 を 示 し 、 本 発 明 の 技 術
的 範 囲 を 限 定 す る も の で は な い 。
　 ま た 、 図 面 番 号 も 、 発 明 の 実 施 の 形 態 に お い て 用 い た 図 番 を 示 し 、 本 発 明 の 技 術 的 範 囲
を 限 定 す る も の で は な い 。
（ 請 求 項 １ ）
　 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 は 、 次 の 点 を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 第 一 に 、 弾 球 遊 技 機 (10)に は 、 例 え ば 図 １ ～ ６ に 示 す よ う に 、 次 の 構 成 を 備 え る 。
　 　 　 　 （ １ ） 第 一 特 定 入 賞 口 (30)
　 第 一 特 定 入 賞 口 (30)は 、 打 球 が 入 賞 可 能 な も の で あ る 。
　 　 　 　 （ ２ ） 第 一 特 定 入 賞 検 出 手 段 (31)
　 第 一 特 定 入 賞 検 出 手 段 (31)は 、 第 一 特 定 入 賞 口 (30)に 入 球 し た 打 球 を 検 出 す る た め の も
の で あ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 　 　 　 （ ３ ） 第 二 特 定 入 賞 口 (40)
　 第 二 特 定 入 賞 口 (40)は 、 打 球 が 入 賞 可 能 な も の で あ る 。
　 　 　 　 （ ４ ） 第 二 特 定 入 賞 検 出 手 段 (41)
　 第 二 特 定 入 賞 検 出 手 段 (41)は 、 第 二 特 定 入 賞 口 (40)に 入 球 し た 打 球 を 検 出 す る た め の も
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さ ら に 、 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 は 、 第 一 ・ 第 二 入 賞 口 を 共 通 化 す る こ と が で き 、 盤 面 を
有 効 活 用 す る こ と を 可 能 と し た も の で あ る 。
（ 請 求 項 ２ ）
　 請 求 項 ２ に 記 載 の 発 明 は 、 上 記 し た 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 の 目 的 に 加 え 、 次 の 点 を 目 的
と す る 。

　 す な わ ち 、 請 求 項 ２ に 記 載 の 発 明 は 、 抽 選 に も と づ い て 、 第 一 遊 技 と 、 第 三 遊 技 と を 選
択 す る こ と が で き 、 意 外 性 に 富 む 遊 技 を 可 能 と し た も の で あ る 。



の で あ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 　 　 　 （ ５ ） 可 変 入 賞 装 置 (50)
　 可 変 入 賞 装 置 (50)は 、 例 え ば 図 ４ に 示 す よ う に 、 打 球 を 受 け 入 れ 易 い 開 状 態 、 及 び 、 例
え ば 図 ３ に 示 す よ う に 、 打 球 を 受 け 入 れ 難 い 閉 状 態 と に 可 変 可 能 な も の で あ る 。
　 な お 、 上 記 「 打 球 を 受 け 入 れ 難 い 」 に は 、 打 球 を 全 く 受 け 入 れ な い 場 合 も 含 む 。
　 　 　 　 （ ６ ） 可 変 入 賞 検 出 手 段 (85)
　 可 変 入 賞 検 出 手 段 (85)は 、 可 変 入 賞 装 置 (50)に 入 球 し た 打 球 を 検 出 す る た め の も の で あ
る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 　 　 　 （ ７ ） 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 (86)
　 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 (86)は 、 可 変 入 賞 装 置 (50)に 入 球 し た 打 球 の う ち 、 特 定 領 域 (81)
を 通 過 し た 打 球 を 検 出 す る た め の も の で あ る 。
　 　 　 　 （ ８ ） 図 柄 表 示 装 置 (60)
　 図 柄 表 示 装 置 (60)は 、 図 柄 を 変 動 表 示 可 能 な も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 　 　 　 （ ９ ） 遊 技 制 御 手 段 (200)
　 遊 技 制 御 手 段 (200)は 、 第 一 特 定 入 賞 検 出 手 段 (31)、 第 二 特 定 入 賞 検 出 手 段 (41)、 可 変
入 賞 装 置 (50)、 可 変 入 賞 検 出 手 段 (85)、 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 (86)、 図 柄 表 示 装 置 (60)に
そ れ ぞ れ 接 続 さ れ 、 遊 技 を 制 御 す る た め の も の で あ る 。
　 第 二 に 、 遊 技 制 御 手 段 (200)に は 、 例 え ば 図 １ に 示 す よ う に 、 次 の 手 段 を 備 え る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 　 　 　
　 第 一 遊 技 制 御 手 段 (210)は 、 第 一 特 定 入 賞 検 出 手 段 (31)に よ り 打 球 が 検 出 さ れ た こ と を
条 件 に 、 予 め 設 定 さ れ た 第 一 遊 技 条 件 に も と づ い て 、 可 変 入 賞 装 置 (50)を 閉 状 態 か ら 開 状
態 に 可 変 す る た め の も の で あ る 。
　 　 　 　
　 第 二 遊 技 制 御 手 段 (220)は 、 第 一 遊 技 制 御 手 段 (210)に よ る 第 一 遊 技 中 、 特 定 領 域 打 球 検
出 手 段 (86)に よ り 打 球 が 検 出 さ れ た こ と を 条 件 に 、 第 一 遊 技 条 件 よ り 有 利 な 予 め 設 定 さ れ
た 第 二 遊 技 条 件 に も と づ い て 、 可 変 入 賞 装 置 (50)を 閉 状 態 か ら 開 状 態 に 可 変 す る た め の も
の で あ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 　 　 　
　 第 三 遊 技 制 御 手 段 (230)は 、 第 二 特 定 入 賞 検 出 手 段 (41)に よ り 打 球 が 検 出 さ れ た こ と を
条 件 に 、 図 柄 表 示 装 置 (60)に 表 示 さ れ た 図 柄 の 変 動 表 示 を 開 始 し 、 所 定 時 間 経 過 後 、 変 動
表 示 を 停 止 さ せ る た め の も の で あ る 。
　 　 　 　
　 第 四 遊 技 制 御 手 段 (240)は 、 第 三 遊 技 制 御 手 段 (230)に よ る 第 三 遊 技 の 結 果 、 停 止 し た 図
柄 が 所 定 の 態 様 と な る こ と を 条 件 に 、 第 一 遊 技 条 件 よ り 有 利 な 予 め 設 定 さ れ た 第 四 遊 技 条
件 に も と づ い て 、 可 変 入 賞 装 置 (50)を 閉 状 態 か ら 開 状 態 に 可 変 す る た め の も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　

【 ０ ０ ２ ０ 】
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（ １ ０ ） 第 一 遊 技 制 御 手 段 (210)

（ １ １ ） 第 二 遊 技 制 御 手 段 (220)

（ １ ２ ） 第 三 遊 技 制 御 手 段 (230)

（ １ ３ ） 第 四 遊 技 制 御 手 段 (240)

第 三 に 、 例 え ば 図 ２ に 示 す 第 一 特 定 入 賞 口 (30)と 、 第 二 特 定 入 賞 口 (40)と を 、 例 え ば 図
１ ３ に 示 す よ う に 、 共 通 特 定 入 賞 口 (300)と す る 。
　 第 四 に 、 例 え ば 図 １ に 示 す 第 一 特 定 入 賞 検 出 手 段 (31)と 、 第 二 特 定 入 賞 検 出 手 段 (41)と
を 、 例 え ば 図 １ ２ に 示 す よ う に 、 共 通 特 定 入 賞 口 (300)に 入 球 し た 打 球 を 検 出 す る た め の
共 通 特 定 入 賞 検 出 手 段 (310)と す る 。

　 な お 、 例 え ば 図 １ ２ に 示 す 第 二 実 施 の 形 態 で は 、 共 通 特 定 入 賞 検 出 手 段 (310)に は 、 第
一 特 定 入 賞 部 検 出 手 段 (311)と 第 二 特 定 入 賞 部 検 出 手 段 (312)と の ２ 個 の 検 出 手 段 を 備 え て
い る が 、 こ れ に 限 定 さ れ ず 、 検 出 手 段 は １ 個 で も 良 い 。



次 の 手 段 を 備 え る 。
　 　 　 　

【 ０ ０ ２ １ 】

【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 本 発 明 は 、 以 上 の よ う に 構 成 さ れ て い る の で 、 以 下 に 記 載 さ れ る よ う な 効 果 を 奏 す る 。
（ 請 求 項 １ ）
　 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 次 の よ う な 効 果 を 奏 す る 。
　 す な わ ち 、 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 一 個 の 共 通 し た 可 変 入 賞 装 置 を 用 い て 、 複
数 種 類 の 遊 技 を 楽 し む こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 例 え ば 、 一 個 の 共 通 し た 可 変 入 賞 装 置 を 用 い て 、 例 え ば 前 述 し た 従 来 の フ ィ ー バ ー 機 や
ヒ コ ー キ 機 等 の 遊 技 を 、 長 時 間 に わ た っ て 楽 し む こ と が で き 、 遊 技 の 単 調 さ を 解 消 す る こ
と が で き る 。
　 こ れ に 加 え て 、 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 可 変 入 賞 装 置 を 複 数 持 た ず に 済 む た め
、 遊 技 機 の サ イ ズ を 変 化 さ せ る こ と な く 、 遊 技 盤 を 有 効 に 活 用 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　

【 ０ ０ ２ ５ 】

【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ２ ６ 】
（ 図 面 の 説 明 ）
　 図 １ ～ １ １ は 、 本 発 明 の 第 一 の 実 施 の 形 態 の 一 例 を そ れ ぞ れ 示 す も の で あ る 。
　 図 １ は 、 弾 球 遊 技 機 の 概 略 ブ ロ ッ ク 図 、 図 ２ は 遊 技 盤 の 概 略 正 面 図 、 図 ３ は 可 変 入 賞 装
置 の 概 略 斜 視 図 、 図 ４ は 図 ３ に 対 応 し 、 開 閉 扉 の 開 状 態 を 示 す 概 略 斜 視 図 、 図 ５ は 大 入 賞
口 の 概 略 斜 視 図 、 図 ６ は 図 ５ の 概 略 平 面 図 、 図 ７ ～ １ １ は 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト を そ れ ぞ れ
示 す も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 図 １ ２ ～ １ ８ は 、 本 発 明 の 第 二 の 実 施 の 形 態 の 一 例 を 示 し 、 図 １ ２ は 弾 球 遊 技 機 の 概 略
ブ ロ ッ ク 図 、 図 １ ３ は 図 柄 表 示 装 置 、 共 通 入 賞 口 及 び 可 変 入 賞 装 置 を 示 す 概 略 正 面 図 、 図
１ ４ ～ １ ７ は 図 １ ３ の 共 通 特 定 入 賞 口 の 動 作 を 説 明 す る た め の 概 略 正 面 図 、 図 １ ８ は 共 通
特 定 入 賞 口 の 振 分 の 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト を そ れ ぞ れ 示 す も の で あ る 。
　 図 １ ９ は 、 本 発 明 の 第 三 の 実 施 の 形 態 の 一 例 を 示 し 、 同 図 は 大 入 賞 口 の 概 略 平 面 図 を 示
す も の で あ る 。
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　 第 五 に 、 遊 技 制 御 手 段 (200)に は 、 例 え ば 図 １ ２ に 示 す よ う に 、
（ １ ４ ） 遊 技 選 択 手 段 (320)

　 上 記 遊 技 選 択 手 段 (320)は 、 共 通 特 定 入 賞 検 出 手 段 (310)に よ り 打 球 が 検 出 さ れ た こ と を
条 件 に 、 第 一 遊 技 と 、 第 三 遊 技 と を 所 定 条 件 に も と づ い て 、 択 一 的 に 開 始 さ せ る た め の も
の で あ る 。
（ 請 求 項 ２ ）
　 請 求 項 ２ に 記 載 の 発 明 は 、 上 記 し た 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 の 特 徴 点 に 加 え 、 次 の 点 を 特
徴 と す る 。

　 す な わ ち 、 遊 技 選 択 手 段 (320)は 、 抽 選 に も と づ い て 、 第 一 遊 技 と 、 第 三 遊 技 と を 選 択
し て い る 。
　 具 体 的 に は 、 例 え ば 図 １ ２ に 示 す 遊 技 選 択 手 段 (320)の 遊 技 選 択 抽 選 手 段 (321)に よ り 、
抽 選 を 行 っ て い る 。

さ ら に 、 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 第 一 ・ 第 二 入 賞 口 を 共 通 化 す る こ と が で き 、
盤 面 を 有 効 活 用 す る こ と を 可 能 で あ る 。
（ 請 求 項 ２ ）
　 請 求 項 ２ に 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 上 記 し た 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 の 効 果 に 加 え 、 次 の よ
う な 効 果 を 奏 す る 。

　 す な わ ち 、 請 求 項 ２ に 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 抽 選 に も と づ い て 、 第 一 遊 技 と 、 第 三 遊 技
と を 選 択 す る こ と が で き 、 意 外 性 に 富 む 遊 技 を 可 能 で あ る 。



【 ０ ０ ２ ８ 】
　 図 ２ ０ ～ ２ １ は 、 本 発 明 の 第 四 の 実 施 の 形 態 の 一 例 を 示 し 、 図 ２ ０ は 大 入 賞 口 の 概 略 斜
視 図 、 図 ２ １ は 図 ２ ０ の 概 略 平 面 図 を そ れ ぞ れ 示 す も の で あ る 。
（ 弾 球 遊 技 機 10）
　 図 １ ～ ２ 中 、 10は 、 例 え ば パ チ ン コ 機 等 の 弾 球 遊 技 機 を 示 す も の で あ る 。
　 上 記 弾 球 遊 技 機 10の 遊 技 盤 20に は 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 次 の 部 品 を 配 置 し て い る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 　 　 　 （ １ ） 第 一 特 定 入 賞 口 30
　 　 　 　 （ ２ ） 第 二 特 定 入 賞 口 40
　 　 　 　 （ ３ ） 可 変 入 賞 装 置 50
　 　 　 　 （ ４ ） 図 柄 表 示 装 置 60
　 な お 、 遊 技 盤 20に 配 置 さ れ た 部 品 は 、 上 記 し た （ １ ） ～ （ ４ ） に 限 定 さ れ な い 。
（ 第 一 特 定 入 賞 口 30）
　 第 一 特 定 入 賞 口 30は 、 打 球 が 入 賞 可 能 な も の で あ る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 具 体 的 に は 、 第 一 特 定 入 賞 口 30は 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 可 変 入 賞 装 置 50の 左 右 両 側 に 位
置 す る 。
　 上 記 第 一 特 定 入 賞 口 30に は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 次 の 手 段 を 備 え る 。
　 な お 、 第 一 特 定 入 賞 口 30の 手 段 は 、 次 の （ １ ） に 限 定 さ れ な い 。
　 　 　 　 （ １ ） 第 一 特 定 入 賞 検 出 手 段 31
　 第 一 特 定 入 賞 検 出 手 段 31は 、 第 一 特 定 入 賞 口 30に 入 球 し た 打 球 を 検 出 す る た め の も の で
あ る 。
（ 第 二 特 定 入 賞 口 40）
　 第 二 特 定 入 賞 口 40は 、 打 球 が 入 賞 可 能 な も の で あ る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 具 体 的 に は 、 第 二 特 定 入 賞 口 40は 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 可 変 入 賞 装 置 50と 図 柄 表 示 装 置
60と の 間 に 位 置 し て い る 。
　 ま た 、 第 一 特 定 入 賞 口 30は 、 第 二 特 定 入 賞 口 40に 比 較 し て 入 賞 し 難 く し て い る 。
　 上 記 し た 入 賞 し 難 く す る 方 法 と し て は 、 例 え ば 物 理 的 や 電 気 的 な も の が 考 え ら れ る 。
　 例 え ば 、 第 二 特 定 入 賞 口 40に は 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 可 変 タ イ プ （ 例 え ば い わ ゆ る チ ュ
ー リ ッ プ ） の 入 賞 装 置 を 採 用 し 、 第 一 特 定 入 賞 口 30に 比 較 し て 、 第 二 特 定 入 賞 口 40に 入 賞
し 易 く し て い る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 上 記 第 二 特 定 入 賞 口 40に は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 次 の 手 段 を 備 え る 。
　 な お 、 第 二 特 定 入 賞 口 40の 手 段 は 、 次 の （ １ ） に 限 定 さ れ な い 。
　 　 　 　 （ １ ） 第 二 特 定 入 賞 検 出 手 段 41
　 第 二 特 定 入 賞 検 出 手 段 41は 、 第 二 特 定 入 賞 口 40に 入 球 し た 打 球 を 検 出 す る た め の も の で
あ る 。
（ 可 変 入 賞 装 置 50）
　 可 変 入 賞 装 置 50は 、 図 ４ に 示 す よ う に 、 打 球 を 受 け 入 れ 易 い 開 状 態 、 及 び 、 図 ３ に 示 す
よ う に 、 打 球 を 受 け 入 れ 難 い 閉 状 態 と に 可 変 可 能 な も の で あ る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 な お 、 上 記 「 打 球 を 受 け 入 れ 難 い 」 に は 、 打 球 を 全 く 受 け 入 れ な い 場 合 も 含 む 。
　 具 体 的 に は 、 可 変 入 賞 装 置 50に は 、 図 ３ ～ ５ に 示 す よ う に 、 次 の 部 分 を 備 え る 。
　 　 　 　 （ １ ） 開 閉 扉 70
　 　 　 　 （ ２ ） 大 入 賞 口 80
　 な お 、 可 変 入 賞 装 置 50の 部 分 は 、 上 記 し た （ １ ） ～ （ ２ ） に 限 定 さ れ な い 。
（ 図 柄 表 示 装 置 60）
　 図 柄 表 示 装 置 60は 、 図 柄 を 変 動 表 示 可 能 な も の で あ り 、 例 え ば 液 晶 デ ィ ス プ レ ー か ら 構
成 さ れ て い る 。
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【 ０ ０ ３ ４ 】
　 な お 、 図 柄 表 示 装 置 60は 、 液 晶 に 限 ら ず 、 ブ ラ ウ ン 管 、 ド ッ ド マ ト リ ッ ク ス 、 蛍 光 表 示
管 や ７ セ グ メ ン ト 表 示 器 等 か ら 構 成 し て も 良 い 。
（ 開 閉 扉 70）
　 開 閉 扉 70は 、 図 ３ ～ ４ に 示 す よ う に 、 可 変 入 賞 装 置 50の 前 面 に 開 閉 可 能 に 取 り 付 け ら れ
て い る 。 そ し て 、 開 閉 扉 70は 、 例 え ば ソ レ ノ イ ド 等 の 駆 動 源 71の 駆 動 力 に よ り 開 閉 す る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 な お 、 駆 動 源 71は 、 ソ レ ノ イ ド に 限 定 さ れ ず 、 モ ー タ 等 を 使 用 し て も 良 い 。
　 図 ４ に 示 す よ う に 、 開 閉 扉 70が 開 い た 開 状 態 で は 、 大 入 賞 口 80に 打 球 が 流 入 す る 。 こ れ
に 対 し 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 開 閉 扉 70が 閉 じ た 閉 状 態 で は 、 大 入 賞 口 80に 打 球 が 流 入 し な
い 。
（ 大 入 賞 口 80）
　 大 入 賞 口 80は 、 図 ４ ～ ５ に 示 す よ う に 、 開 閉 扉 70の 裏 側 に 配 置 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 な お 、 大 入 賞 口 80の 位 置 は 、 上 記 し た 開 閉 扉 70の 裏 側 に 限 定 さ れ な い 。
　 上 記 大 入 賞 口 80に は 、 図 ５ ～ ６ に 示 す よ う に 、 大 別 す る と 、 次 の 領 域 を 備 え る 。
　 な お 、 大 入 賞 口 80の 領 域 は 、 次 の （ １ ） ～ （ ２ ） に 限 定 さ れ な い 。
　 　 　 　 （ １ ） 特 定 領 域 81
　 特 定 領 域 81は 、 図 ５ ～ ６ に 示 す よ う に 、 大 入 賞 口 80の 中 央 に 位 置 す る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 　 　 　 （ ２ ） 一 般 入 賞 領 域 82
　 一 般 入 賞 領 域 82は 、 図 ５ ～ ６ に 示 す よ う に 、 特 定 領 域 81の 左 右 両 側 に 位 置 す る 。
　 上 記 特 定 領 域 81に は 、 図 ５ ～ ６ に 示 す よ う に 、 大 別 す る と 、 次 の 入 賞 口 を 備 え る 。
　 な お 、 特 定 領 域 81の 領 域 は 、 次 の （ ３ ） ～ （ ４ ） に 限 定 さ れ な い 。
　 　 　 　 （ ３ ） 第 一 特 定 領 域 83
　 第 一 特 定 領 域 83は 、 図 ５ ～ ６ に 示 す よ う に 、 特 定 領 域 81の 中 央 に 位 置 す る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 　 　 　 （ ４ ） 第 二 特 定 領 域 84
　 第 二 特 定 領 域 84は 、 図 ５ ～ ６ に 示 す よ う に 、 第 一 特 定 領 域 83の 左 右 両 側 に 位 置 す る 。
　 ま た 、 第 一 特 定 領 域 83を 、 第 二 特 定 領 域 84に 比 較 し て 入 賞 し 難 く し て い る 。
　 上 記 し た 入 賞 し 難 く す る 方 法 と し て は 、 例 え ば 物 理 的 や 電 気 的 な も の が 考 え ら れ る 。
　 例 え ば 、 第 二 特 定 領 域 (84)を 、 図 ５ ～ ６ に 示 す よ う に 、 ２ 個 設 け 、 １ 個 の 第 一 特 定 領 域
83に 比 較 し て 、 第 二 特 定 領 域 84に 入 賞 し 易 く し て い る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 一 方 、 可 変 入 賞 装 置 50に は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 次 の 手 段 を 備 え る 。
　 　 　 　 （ ５ ） 可 変 入 賞 検 出 手 段 85
　 　 　 　 （ ６ ） 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 86
　 な お 、 可 変 入 賞 装 置 50の 手 段 は 、 上 記 し た （ ５ ） ～ （ ６ ） に 限 定 さ れ な い 。
（ 可 変 入 賞 検 出 手 段 85）
　 可 変 入 賞 検 出 手 段 85は 、 可 変 入 賞 装 置 50に 入 球 し た 打 球 を 検 出 す る た め の も の で あ る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 具 体 的 に は 、 可 変 入 賞 検 出 手 段 85は 、 特 定 領 域 81及 び 一 般 入 賞 領 域 82に 流 入 し た 打 球 を
検 出 し て い る 。
（ 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 86）
　 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 86は 、 可 変 入 賞 装 置 50に 入 球 し た 打 球 の う ち 、 特 定 領 域 81を 通 過
し た 打 球 を 検 出 す る た め の も の で あ る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 具 体 的 に は 、 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 86は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 大 別 す る と 、 次 の 手 段 を
備 え る 。
　 　 　 　 （ １ ） 第 一 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 87
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　 　 　 　 （ ２ ） 第 二 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 88
　 な お 、 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 86の 手 段 は 、 上 記 し た （ １ ） ～ （ ２ ） に 限 定 さ れ な い 。
（ 第 一 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 87）
　 第 一 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 87は 、 特 定 領 域 81の う ち 、 第 一 特 定 領 域 83を 通 過 し た 打 球 を
検 出 す る た め の も の で あ る 。
（ 第 二 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 88）
　 第 二 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 88は 、 特 定 領 域 81の う ち 、 第 一 特 定 領 域 83を 除 く 、 第 二 特 定
領 域 84を 通 過 し た 打 球 を 検 出 す る た め の も の で あ る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 な お 、 第 二 特 定 領 域 84に は 、 特 定 領 域 81の う ち 、 第 一 特 定 領 域 83を 含 ん で い て も 良 い 。
　 前 記 第 一 特 定 領 域 83は 、 第 二 特 定 領 域 84に 比 較 し て 入 賞 し 難 く し て い る 。
（ そ の 他 の 表 示 手 段 90～ 100）
　 一 方 、 弾 球 遊 技 機 10に は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 後 述 す る が 、 次 の 手 段 を 備 え る 。
　 　 　 　 （ １ ） 第 一 遊 技 保 留 球 表 示 手 段 90
　 　 　 　 （ ２ ） 第 三 遊 技 保 留 球 表 示 手 段 100
　 な お 、 そ の 他 の 表 示 手 段 は 、 上 記 し た （ １ ） ～ （ ２ ） に 限 定 さ れ な い 。
（ 遊 技 制 御 手 段 200）
　 一 方 、 弾 球 遊 技 機 10の 内 部 に は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 遊 技 制 御 手 段 200を 備 え る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 上 記 遊 技 制 御 手 段 200は 、 遊 技 を 制 御 す る た め の も の で あ る 。
　 具 体 的 に は 、 遊 技 制 御 手 段 200は 、 図 示 し な い が 、 Ｃ Ｐ Ｕ を 中 心 に 構 成 さ れ 、 Ｒ Ｏ Ｍ 、
Ｒ Ａ Ｍ 、 Ｉ ／ Ｏ 等 を 備 え て い る 。 そ し て 、 Ｃ Ｐ Ｕ が Ｒ Ｏ Ｍ に 記 憶 さ れ た プ ロ グ ラ ム を 読 み
込 む こ と で 、 図 １ に 示 す よ う に 、 次 の 手 段 と し て 機 能 す る 。
　 　 　 　 （ １ ） 第 一 遊 技 制 御 手 段 210
　 　 　 　 （ ２ ） 第 二 遊 技 制 御 手 段 220
　 　 　 　 （ ３ ） 第 三 遊 技 制 御 手 段 230
　 　 　 　 （ ４ ） 第 四 遊 技 制 御 手 段 240
　 な お 、 遊 技 制 御 手 段 200の 手 段 は 、 上 記 し た （ １ ） ～ （ ４ ） に 限 定 さ れ な い 。
（ 遊 技 制 御 手 段 200の 入 力 段 ）
　 上 記 遊 技 制 御 手 段 200の 入 力 段 に は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 次 の 部 品 が そ れ ぞ れ 接 続 さ れ
て い る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 な お 、 遊 技 制 御 手 段 200の 入 力 段 に 接 続 さ れ る 部 品 は 、 次 の （ １ ） ～ （ ４ ） 、 或 い は （
４ － １ ） ～ （ ４ － ２ ） に 限 定 さ れ な い 。
　 　 　 　 （ １ ） 第 一 特 定 入 賞 検 出 手 段 31
　 　 　 　 （ ２ ） 第 二 特 定 入 賞 検 出 手 段 41
　 　 　 　 （ ３ ） 可 変 入 賞 検 出 手 段 85
　 　 　 　 （ ４ ） 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 86
　 な お 、 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 86に は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 次 の 手 段 を 含 む 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 　 　 　 （ ４ － １ ） 第 一 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 87
　 　 　 　 （ ４ － ２ ） 第 二 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 88
（ 遊 技 制 御 手 段 200の 出 力 段 ）
　 上 記 遊 技 制 御 手 段 200の 出 力 段 に は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 次 の 部 品 が そ れ ぞ れ 接 続 さ れ
て い る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 　 　 　 （ １ ） 可 変 入 賞 装 置 50
　 　 　 　 （ ２ ） 図 柄 表 示 装 置 60
　 　 　 　 （ ３ ） 第 一 遊 技 保 留 球 表 示 手 段 90
　 　 　 　 （ ４ ） 第 三 遊 技 保 留 球 表 示 手 段 100
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　 な お 、 遊 技 制 御 手 段 200の 出 力 段 に 接 続 さ れ る 部 品 は 、 上 記 し た （ １ ） ～ （ ４ ） に 限 定
さ れ な い 。
（ 第 一 遊 技 制 御 手 段 210）
　 第 一 遊 技 制 御 手 段 210は 、 第 一 特 定 入 賞 検 出 手 段 31に よ り 打 球 が 検 出 さ れ た こ と を 条 件
に 、 予 め 設 定 さ れ た 第 一 遊 技 条 件 に も と づ い て 、 可 変 入 賞 装 置 50を 閉 状 態 か ら 開 状 態 に 可
変 す る た め の も の で あ る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 上 記 第 一 遊 技 条 件 と し て 、 可 変 入 賞 装 置 50の 開 閉 扉 70を 、 ０ ． ５ ～ １ 秒 間 、 開 放 し て い
る が 、 こ れ に 限 定 さ れ な い 。
　 具 体 的 に は 、 第 一 遊 技 制 御 手 段 210に は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 次 の 手 段 を 備 え る 。
　 　 　 　 （ １ ） 第 一 遊 技 禁 止 手 段 211
　 　 　 　 （ ２ ） 第 一 遊 技 並 行 処 理 手 段 212
　 　 　 　 （ ３ ） 第 一 遊 技 保 留 球 計 数 手 段 213
　 　 　 　 （ ４ ） 第 一 遊 技 保 留 球 記 憶 手 段 214
　 な お 、 第 一 遊 技 制 御 手 段 210の 手 段 は 、 上 記 し た （ １ ） ～ （ ４ ） に 限 定 さ れ な い 。
（ 第 二 遊 技 制 御 手 段 220）
　 第 二 遊 技 制 御 手 段 220は 、 第 一 遊 技 制 御 手 段 210に よ る 第 一 遊 技 中 、 特 定 領 域 打 球 検 出 手
段 86に よ り 打 球 が 検 出 さ れ た こ と を 条 件 に 、 第 一 遊 技 条 件 よ り 有 利 な 予 め 設 定 さ れ た 第 二
遊 技 条 件 に も と づ い て 、 可 変 入 賞 装 置 50を 閉 状 態 か ら 開 状 態 に 可 変 す る た め の も の で あ る
。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 具 体 的 に は 、 第 二 遊 技 制 御 手 段 220は 、 第 一 遊 技 中 、 第 一 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 87に よ
り 打 球 が 検 出 さ れ た こ と を 条 件 に 、 初 回 の 単 位 遊 技 を 開 始 さ せ て い る 。
　 第 二 遊 技 制 御 手 段 220に は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 次 の 手 段 を 備 え る 。
　 　 　 　 （ １ ） 第 二 遊 技 継 続 手 段 221
　 な お 、 第 二 遊 技 制 御 手 段 220の 手 段 は 、 上 記 し た （ １ ） に 限 定 さ れ な い 。
（ 第 三 遊 技 制 御 手 段 230）
　 第 三 遊 技 制 御 手 段 230は 、 第 二 特 定 入 賞 検 出 手 段 41に よ り 打 球 が 検 出 さ れ た こ と を 条 件
に 、 図 柄 表 示 装 置 60に 表 示 さ れ た 図 柄 の 変 動 表 示 を 開 始 し 、 所 定 時 間 経 過 後 、 変 動 表 示 を
停 止 さ せ る も の で あ る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 上 記 所 定 時 間 と し て は 、 例 え ば ５ ～ １ ０ 秒 程 度 で あ る が 、 こ れ に 限 定 さ れ な い 。
　 具 体 的 に は 、 第 三 遊 技 制 御 手 段 230に は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 次 の 手 段 を 備 え る 。
　 　 　 　 （ １ ） 第 三 遊 技 並 行 処 理 手 段 231
　 　 　 　 （ ２ ） 第 三 遊 技 禁 止 手 段 232
　 　 　 　 （ ３ ） 第 三 遊 技 保 留 球 計 数 手 段 233
　 　 　 　 （ ４ ） 第 三 遊 技 保 留 球 記 憶 手 段 234
　 な お 、 第 三 遊 技 制 御 手 段 230の 手 段 は 、 上 記 し た （ １ ） ～ （ ４ ） に 限 定 さ れ な い 。
（ 第 四 遊 技 制 御 手 段 240）
　 第 四 遊 技 制 御 手 段 240は 、 第 三 遊 技 制 御 手 段 230に よ る 第 三 遊 技 の 結 果 、 停 止 し た 図 柄 が
所 定 の 態 様 と な る こ と を 条 件 に 、 第 一 遊 技 条 件 よ り 有 利 な 予 め 設 定 さ れ た 第 四 遊 技 条 件 に
も と づ い て 、 可 変 入 賞 装 置 50を 閉 状 態 か ら 開 状 態 に 可 変 す る た め の も の で あ る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 上 記 所 定 の 態 様 と し て は 、 「 ７ ７ ７ 」 が 揃 っ た 場 合 等 が あ る が 、 こ れ に 限 定 さ れ な い 。
　 ま た 、 第 四 遊 技 条 件 を 、 先 に 説 明 し た 第 二 遊 技 条 件 と 等 し く 設 定 し て い る が 、 こ れ に 限
定 さ れ な い 。
　 具 体 的 に は 、 第 四 遊 技 制 御 手 段 240に は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 次 の 手 段 を 備 え る 。
　 　 　 　 （ １ ） 第 四 遊 技 継 続 手 段 241
　 な お 、 第 四 遊 技 制 御 手 段 240の 手 段 は 、 上 記 し た （ １ ） に 限 定 さ れ な い 。
（ 第 一 遊 技 禁 止 手 段 211）
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　 第 一 遊 技 禁 止 手 段 211は 、 第 二 遊 技 又 は 第 四 遊 技 中 に 、 第 一 遊 技 を 開 始 さ せ な い た め の
も の で あ る 。
（ 第 一 遊 技 並 行 処 理 手 段 212）
　 第 一 遊 技 並 行 処 理 手 段 212は 、 第 三 遊 技 制 御 手 段 230に よ る 第 三 遊 技 中 、 第 一 特 定 入 賞 検
出 手 段 31に よ り 打 球 が 検 出 さ れ た こ と を 条 件 に 、 第 一 遊 技 を 開 始 可 能 と す る た め の も の で
あ る 。
（ 第 一 遊 技 保 留 球 計 数 手 段 213）
　 第 一 遊 技 保 留 球 計 数 手 段 213は 、 第 一 特 定 入 賞 検 出 手 段 31に よ り 検 出 さ れ た 打 球 数 を 、
所 定 条 件 に も と づ い て 、 カ ウ ン ト す る た め の も の で あ る 。
（ 第 一 遊 技 保 留 球 記 憶 手 段 214）
　 第 一 遊 技 保 留 球 記 憶 手 段 214は 、 第 一 遊 技 保 留 球 計 数 手 段 213に よ り カ ウ ン ト さ れ た カ ウ
ン ト 値 を 記 憶 す る た め の も の で あ る 。
（ 第 二 遊 技 継 続 手 段 221）
　 第 二 遊 技 継 続 手 段 221は 、 第 二 遊 技 中 に 、 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 86に よ り 打 球 が 検 出 さ
れ た こ と を 条 件 に 、 可 変 入 賞 装 置 50を 開 状 態 か ら 閉 状 態 に 可 変 し た 後 、 再 度 、 予 め 設 定 さ
れ た 継 続 条 件 に 従 っ て 、 可 変 入 賞 装 置 50を 閉 状 態 か ら 開 状 態 に 可 変 す る 単 位 遊 技 を 、 予 め
設 定 さ れ た 所 定 回 数 、 継 続 さ せ る た め の も の で あ る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 上 記 単 位 遊 技 と し て は 、 次 の （ １ ） ～ （ ２ ） の 条 件 を 設 定 し て い る 。 そ し て 、 次 の （ １
） ～ （ ２ ） の い ず れ か 先 に 達 成 さ れ た 条 件 に 従 っ て 、 第 ２ 遊 技 の 単 位 遊 技 は 終 了 す る 。
　 　 　 　 （ １ ） １ ０ カ ウ ン ト
　 可 変 入 賞 装 置 50の 大 入 賞 口 80へ の 一 般 の 入 賞 球 の 個 数 が 、 例 え ば １ ０ 個 を 越 え る と 、 開
閉 扉 70が 閉 じ 、 第 ２ 遊 技 の 単 位 遊 技 は 終 了 す る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 な お 、 入 賞 球 の 数 は 、 １ ０ 個 に 限 定 さ れ な い 。
　 　 　 　 （ ２ ） ３ ０ 秒 開 放
　 可 変 入 賞 装 置 50の 開 閉 扉 70の 開 放 時 間 が 、 例 え ば ３ ０ 秒 を 越 え る と 、 開 閉 扉 70が 閉 じ 、
第 ２ 遊 技 の 単 位 遊 技 は 終 了 す る 。
　 前 記 所 定 回 数 と し て は 、 例 え ば １ ５ 回 で あ る が 、 こ れ に 限 定 さ れ な い 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 具 体 的 に は 、 第 二 遊 技 継 続 手 段 221は 、 初 回 の 単 位 遊 技 中 、 第 二 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 8
8に よ り 打 球 が 検 出 さ れ た こ と を 継 続 条 件 と し て 、 単 位 遊 技 を 継 続 さ せ る よ う に し て い る
。
（ 第 三 遊 技 並 行 処 理 手 段 231）
　 第 三 遊 技 並 行 処 理 手 段 231は 、 第 一 遊 技 制 御 手 段 210に よ る 第 一 遊 技 中 、 第 二 特 定 入 賞 検
出 手 段 41に よ り 打 球 が 検 出 さ れ た こ と を 条 件 に 、 第 三 遊 技 を 開 始 可 能 と す る た め の も の で
あ る 。
（ 第 三 遊 技 禁 止 手 段 232）
　 第 三 遊 技 禁 止 手 段 232は 、 第 二 遊 技 中 に 、 第 四 遊 技 を 開 始 さ せ な い た め の も の で あ る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 具 体 的 に は 、 第 三 遊 技 禁 止 手 段 232は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 次 の 手 段 を 備 え る 。
　 な お 、 第 三 遊 技 禁 止 手 段 232の 手 段 は 、 次 の （ １ ） に 限 定 さ れ な い 。
　 　 　 　 （ １ ） 遊 技 重 複 防 止 手 段 235
　 上 記 遊 技 重 複 防 止 手 段 235は 、 第 二 遊 技 制 御 手 段 220に よ る 第 二 遊 技 中 、 第 三 遊 技 か ら 第
四 遊 技 へ の 移 行 を 制 限 す る た め の も の で あ る 。
（ 第 三 遊 技 保 留 球 計 数 手 段 233）
　 第 三 遊 技 保 留 球 計 数 手 段 233は 、 第 二 特 定 入 賞 検 出 手 段 41に よ り 検 出 さ れ た 打 球 数 を 、
所 定 条 件 に も と づ い て 、 カ ウ ン ト す る た め の も の で あ る 。
（ 第 三 遊 技 保 留 球 記 憶 手 段 234）
　 第 三 遊 技 保 留 球 記 憶 手 段 234は 、 第 三 遊 技 保 留 球 計 数 手 段 233に よ り カ ウ ン ト さ れ た カ ウ
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ン ト 値 を 記 憶 す る た め の も の で あ る 。
（ 第 四 遊 技 継 続 手 段 241）
　 第 四 遊 技 継 続 手 段 241は 、 第 四 遊 技 中 に 、 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 86に よ り 打 球 が 検 出 さ
れ た こ と を 条 件 に 、 可 変 入 賞 装 置 50を 開 状 態 か ら 閉 状 態 に 可 変 し た 後 、 再 度 、 予 め 設 定 さ
れ た 継 続 条 件 に 従 っ て 、 可 変 入 賞 装 置 50を 閉 状 態 か ら 開 状 態 に 可 変 す る 単 位 遊 技 を 、 予 め
設 定 さ れ た 所 定 回 数 、 継 続 さ せ る た め の も の で あ る 。
（ 第 一 遊 技 保 留 球 表 示 手 段 90）
　 第 一 遊 技 保 留 球 表 示 手 段 90は 、 遊 技 盤 20に 配 置 さ れ 、 第 一 遊 技 保 留 球 計 数 手 段 213に よ
り カ ウ ン ト さ れ た カ ウ ン ト 値 を 表 示 す る た め の も の で あ る 。
（ 第 三 遊 技 保 留 球 表 示 手 段 100）
　 第 三 遊 技 保 留 球 表 示 手 段 100は 、 図 示 し な い が 、 遊 技 盤 20に 配 置 さ れ 、 第 三 遊 技 保 留 球
計 数 手 段 233に よ り カ ウ ン ト さ れ た カ ウ ン ト 値 を 表 示 す る た め の も の で あ る 。
（ 遊 技 方 法 ）
　 つ ぎ に 、 図 ７ ～ １ １ に 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト を 用 い て 、 上 記 し た 構 成 を 備 え る 弾 球 遊 技 機
10の 遊 技 方 法 に つ い て 、 以 下 に 説 明 す る 。
（ 図 ７ の 通 常 状 態 の 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト ）
　 ま ず 、 図 ７ を 用 い て 、 通 常 状 態 の 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト に つ い て 、 以 下 に 説 明 す る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 最 初 に 、 図 ７ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ０ に 進 み 、 第 一 特 定 入 賞 口 30（ 図 ２ 参 照 ）
へ の 入 賞 が 有 る か 否 か 判 定 し て い る 。
　 具 体 的 に は 、 第 一 遊 技 制 御 手 段 210（ 図 １ 参 照 ） が 、 第 一 特 定 入 賞 検 出 手 段 31の 検 出 信
号 を 監 視 し て い る 。
　 上 記 判 定 の 結 果 、 入 賞 が 無 い 場 合 に は 、 図 ７ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ０ か ら ス テ
ッ プ Ｓ １ ０ １ に 進 み 、 第 二 特 定 入 賞 口 40（ 図 ２ 参 照 ） へ の 入 賞 が 有 る か 否 か 判 定 し て い る
。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 具 体 的 に は 、 第 三 遊 技 制 御 手 段 230（ 図 １ 参 照 ） が 、 第 二 特 定 入 賞 検 出 手 段 41の 検 出 信
号 を 監 視 し て い る 。
　 上 記 判 定 の 結 果 、 入 賞 が 無 い 場 合 に は 、 図 ７ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ０ １ か ら ス テ
ッ プ Ｓ １ ０ ２ に 進 み 、 第 一 遊 技 の 保 留 球 が 有 る か 否 か 判 定 し て い る 。
　 上 記 第 一 遊 技 の 保 留 球 に つ い て は 、 図 １ に 示 す 第 一 遊 技 制 御 手 段 210の 第 一 遊 技 保 留 球
計 数 手 段 213及 び 第 一 遊 技 保 留 球 記 憶 手 段 214に お い て 管 理 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 上 記 判 定 の 結 果 、 第 一 遊 技 の 保 留 球 が 無 い 場 合 に は 、 図 ７ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ １
０ ２ か ら ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ３ に 進 み 、 第 三 遊 技 の 保 留 球 が 有 る か 否 か 判 定 し て い る 。
　 上 記 第 三 遊 技 の 保 留 球 に つ い て は 、 図 １ に 示 す 第 三 遊 技 制 御 手 段 230の 第 三 遊 技 保 留 球
計 数 手 段 233及 び 第 三 遊 技 保 留 球 記 憶 手 段 234に お い て 管 理 さ れ て い る 。
　 上 記 判 定 の 結 果 、 第 三 遊 技 の 保 留 球 が 無 い 場 合 に は 、 図 ７ に 示 す よ う に 、 当 該 処 理 を 終
了 す る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 先 に 説 明 し た ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ０ に お い て 、 第 一 特 定 入 賞 口 30（ 図 ２ 参 照 ） へ の 入 賞 が 有
る 場 合 に は 、 図 ７ に 示 す よ う に 、 次 の ス テ ッ プ Ｓ １ １ ０ に 進 み 、 第 一 入 賞 保 留 条 件 を 満 た
し て い る か 否 か 判 定 さ れ る 。
　 上 記 第 一 入 賞 保 留 条 件 に つ い て は 、 図 １ に 示 す 第 一 遊 技 制 御 手 段 210の 第 一 遊 技 保 留 球
計 数 手 段 213及 び 第 一 遊 技 保 留 球 記 憶 手 段 214に お い て 管 理 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 そ の 結 果 、 第 一 入 賞 保 留 条 件 を 満 た し て い る 場 合 に は 、 図 ７ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ
１ １ ０ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ １ １ １ に 進 み 、 第 一 遊 技 の 保 留 球 が 「 １ 」 個 加 算 さ れ る 。
　 具 体 的 に は 、 第 一 遊 技 保 留 球 計 数 手 段 213の カ ウ ン ト 値 に 「 １ 」 が 加 算 さ れ 、 当 該 加 算
後 の カ ウ ン ト 値 が 第 一 遊 技 保 留 球 記 憶 手 段 214に 記 憶 さ れ る 。
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　 な お 、 加 算 後 の カ ウ ン ト 値 は 、 図 １ に 示 す 第 一 遊 技 保 留 球 表 示 手 段 90に 表 示 さ れ る 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 こ れ に 対 し 、 先 の ス テ ッ プ Ｓ １ １ ０ に お い て 、 第 一 入 賞 保 留 条 件 を 満 た し て い な い と 判
定 さ れ た 場 合 に は 、 先 に 説 明 し た ス テ ッ プ Ｓ １ ０ １ に 進 む 。 こ の 場 合 に は 、 第 一 特 定 入 賞
口 30（ 図 ２ 参 照 ） へ の 入 賞 が 無 効 と な る 。
　 一 方 、 先 に 説 明 し た ス テ ッ プ Ｓ １ ０ １ に お い て 、 第 二 特 定 入 賞 口 40（ 図 ２ 参 照 ） へ の 入
賞 が 有 る 場 合 に は 、 図 ７ に 示 す よ う に 、 次 の ス テ ッ プ Ｓ １ ２ ０ に 進 み 、 第 二 入 賞 保 留 条 件
を 満 た し て い る か 否 か 判 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 上 記 第 二 入 賞 保 留 条 件 に つ い て は 、 図 １ に 示 す 第 三 遊 技 制 御 手 段 230の 第 三 遊 技 保 留 球
計 数 手 段 233及 び 第 三 遊 技 保 留 球 記 憶 手 段 234に お い て 管 理 さ れ て い る 。
　 そ の 結 果 、 第 二 入 賞 保 留 条 件 を 満 た し て い る 場 合 に は 、 図 ７ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ
１ ２ ０ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ １ ２ １ に 進 み 、 第 三 遊 技 の 保 留 球 が 「 １ 」 個 加 算 さ れ る 。
　 具 体 的 に は 、 第 三 遊 技 保 留 球 計 数 手 段 233の カ ウ ン ト 値 に 「 １ 」 が 加 算 さ れ 、 当 該 加 算
後 の カ ウ ン ト 値 が 第 三 遊 技 保 留 球 記 憶 手 段 234に 記 憶 さ れ る 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 な お 、 加 算 後 の カ ウ ン ト 値 は 、 図 １ に 示 す 第 三 遊 技 保 留 球 表 示 手 段 100に 表 示 さ れ る 。
　 こ れ に 対 し 、 先 の ス テ ッ プ Ｓ １ ２ ０ に お い て 、 第 二 入 賞 保 留 条 件 を 満 た し て い な い と 判
定 さ れ た 場 合 に は 、 先 に 説 明 し た ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ２ に 進 む 。 こ の 場 合 に は 、 第 二 特 定 入 賞
口 40（ 図 ２ 参 照 ） へ の 入 賞 が 無 効 と な る 。
　 具 体 的 に は 、 保 留 数 が 、 所 定 値 に 達 し た 場 合 、 例 え は 保 留 数 が 既 に ４ 個 有 る 場 合 に は 、
入 賞 を 無 効 と し て い る 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 一 方 、 先 の ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ２ に お い て 、 第 一 遊 技 の 保 留 球 が 有 る と 判 定 さ れ た 場 合 に は
、 図 ７ に 示 す よ う に 、 次 の ス テ ッ プ Ｓ １ ３ ０ に 進 み 、 後 述 す る が 、 図 ８ に 示 す 遊 技 状 態 判
定 に 移 行 す る 。
　 上 記 遊 技 状 態 判 定 後 、 図 ７ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ３ ０ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ １ ３ １
に 進 み 、 第 一 遊 技 が 禁 止 さ れ て い る か 否 か 判 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 上 記 第 一 遊 技 禁 止 は 、 図 １ に 示 す 第 一 遊 技 禁 止 手 段 211よ り 管 理 さ れ て い る 。
　 第 一 遊 技 が 禁 止 さ れ て い な い 場 合 に は 、 図 ７ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ３ １ か ら 次 の
ス テ ッ プ Ｓ １ ３ ２ に 進 み 、 第 一 遊 技 の 保 留 球 が 「 １ 」 個 減 算 さ れ る 。
　 具 体 的 に は 、 第 一 遊 技 保 留 球 計 数 手 段 213の カ ウ ン ト 値 か ら 「 １ 」 が 減 算 さ れ 、 当 該 減
算 後 の カ ウ ン ト 値 が 第 一 遊 技 保 留 球 記 憶 手 段 214に 記 憶 さ れ る 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
　 な お 、 減 算 後 の カ ウ ン ト 値 は 、 図 １ に 示 す 第 一 遊 技 保 留 球 表 示 手 段 90に 表 示 さ れ る 。
　 上 記 減 算 後 、 図 ７ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ３ ２ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ １ ３ ３ に 進 み 、
後 述 す る が 、 図 ９ に 示 す 第 一 遊 技 制 御 に 移 行 す る 。
　 こ れ に 対 し 、 先 の ス テ ッ プ Ｓ １ ３ １ に お い て 、 第 一 遊 技 が 禁 止 さ れ て い る 場 合 に は 、 図
７ に 示 す よ う に 、 先 に 説 明 し た ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ３ に 進 む 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
　 一 方 、 先 の ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ３ に お い て 、 第 二 遊 技 の 保 留 球 が 有 る と 判 定 さ れ た 場 合 に は
、 図 ７ に 示 す よ う に 、 次 の ス テ ッ プ Ｓ １ ３ ０ に 進 み 、 後 述 す る が 、 図 ８ に 示 す 遊 技 状 態 判
定 に 移 行 す る 。
　 上 記 遊 技 状 態 判 定 後 、 図 ７ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ３ ０ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ １ ４ ０
に 進 み 、 第 三 遊 技 が 禁 止 さ れ て い る か 否 か 判 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ６ ７ 】
　 上 記 第 三 遊 技 禁 止 は 、 図 １ に 示 す 第 三 遊 技 禁 止 手 段 232の 遊 技 重 複 防 止 手 段 235よ り 管 理
さ れ て い る 。
　 第 三 遊 技 が 禁 止 さ れ て い な い 場 合 に は 、 図 ７ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ４ ０ か ら 次 の
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ス テ ッ プ Ｓ １ ４ １ に 進 み 、 第 三 遊 技 の 保 留 球 が 「 １ 」 個 減 算 さ れ る 。
　 具 体 的 に は 、 第 三 遊 技 保 留 球 計 数 手 段 233の カ ウ ン ト 値 か ら 「 １ 」 が 減 算 さ れ 、 当 該 減
算 後 の カ ウ ン ト 値 が 第 三 遊 技 保 留 球 記 憶 手 段 234に 記 憶 さ れ る 。
【 ０ ０ ６ ８ 】
　 な お 、 減 算 後 の カ ウ ン ト 値 は 、 図 １ に 示 す 第 三 遊 技 保 留 球 表 示 手 段 100に 表 示 さ れ る 。
　 上 記 減 算 後 、 図 ７ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ４ １ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ １ ４ ２ に 進 み 、
後 述 す る が 、 図 １ １ に 示 す 第 三 遊 技 制 御 に 移 行 す る 。
　 こ れ に 対 し 、 先 の ス テ ッ プ Ｓ １ ４ ０ に お い て 、 第 三 遊 技 が 禁 止 さ れ て い る 場 合 に は 、 図
７ に 示 す よ う に 、 当 該 処 理 を 終 了 す る 。
（ 図 ８ の 遊 技 状 態 判 定 の 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト ）
　 つ ぎ に 、 図 ８ を 用 い て 、 遊 技 状 態 判 定 の 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト に つ い て 、 以 下 に 説 明 す る
。
【 ０ ０ ６ ９ 】
　 ま ず 、 図 ８ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ ０ ０ に 進 み 、 第 一 遊 技 状 態 か 否 か 判 定 さ れ る 。
　 上 記 第 一 遊 技 状 態 は 、 図 １ に 示 す 第 一 遊 技 制 御 手 段 210に よ り 管 理 さ れ て い る 。
　 上 記 判 定 の 結 果 、 第 一 遊 技 状 態 の 場 合 に は 、 図 ８ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ ０ ０ か ら
次 の ス テ ッ プ Ｓ ２ ０ １ に 進 み 、 第 一 状 態 （ １ ） の フ ラ グ が オ ン さ れ る 。
　 上 記 処 理 後 、 或 い は 先 の ス テ ッ プ Ｓ ２ ０ ０ に お い て 、 第 一 遊 技 状 態 で な い 場 合 に は 、 図
８ に 示 す よ う に 、 次 の ス テ ッ プ Ｓ ２ １ ０ に 進 み 、 第 二 遊 技 状 態 か 否 か 判 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ７ ０ 】
　 上 記 第 二 遊 技 状 態 は 、 図 １ に 示 す 第 二 遊 技 制 御 手 段 220に よ り 管 理 さ れ て い る 。
　 上 記 判 定 の 結 果 、 第 二 遊 技 状 態 の 場 合 に は 、 図 ８ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ １ ０ か ら
次 の ス テ ッ プ Ｓ ２ １ １ に 進 み 、 第 二 状 態 （ ２ ） の フ ラ グ が オ ン さ れ る 。
　 上 記 処 理 後 、 或 い は 先 の ス テ ッ プ Ｓ ２ １ ０ に お い て 、 第 二 遊 技 状 態 で な い 場 合 に は 、 図
８ に 示 す よ う に 、 次 の ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ ０ に 進 み 、 第 三 遊 技 状 態 か 否 か 判 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ７ １ 】
　 上 記 第 三 遊 技 状 態 は 、 図 １ に 示 す 第 三 遊 技 制 御 手 段 230に よ り 管 理 さ れ て い る 。
　 上 記 判 定 の 結 果 、 第 三 遊 技 状 態 の 場 合 に は 、 図 ８ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ ０ か ら
次 の ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ １ に 進 み 、 第 三 状 態 （ ３ ） の フ ラ グ が オ ン さ れ る 。
　 上 記 処 理 後 、 或 い は 先 の ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ ０ に お い て 、 第 三 遊 技 状 態 で な い 場 合 に は 、 図
８ に 示 す よ う に 、 次 の ス テ ッ プ Ｓ ２ ３ ０ に 進 み 、 第 四 遊 技 状 態 か 否 か 判 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ７ ２ 】
　 上 記 第 四 遊 技 状 態 は 、 図 １ に 示 す 第 四 遊 技 制 御 手 段 240に よ り 管 理 さ れ て い る 。
　 上 記 判 定 の 結 果 、 第 四 遊 技 状 態 の 場 合 に は 、 図 ８ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ ３ ０ か ら
次 の ス テ ッ プ Ｓ ２ ３ １ に 進 み 、 第 四 状 態 （ ４ ） の フ ラ グ が オ ン さ れ る 。
　 上 記 処 理 後 、 或 い は 先 の ス テ ッ プ Ｓ ２ ３ ０ に お い て 、 第 四 遊 技 状 態 で な い 場 合 に は 、 図
８ に 示 す よ う に 、 次 の ス テ ッ プ Ｓ ２ ４ ０ に 進 み 、 先 に 説 明 し た １ （ 第 一 状 態 ） ・ ２ （ 第 二
状 態 ） ・ ４ （ 第 四 状 態 ） の ど れ か の フ ラ グ が オ ン と な っ て い る か 否 か 判 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ７ ３ 】
　 上 記 判 定 の 結 果 、 ど れ か の フ ラ グ が オ ン と な っ て い る と 判 定 さ れ 場 合 に は 、 図 ８ に 示 す
よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ ４ ０ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ２ ４ １ に 進 み 、 第 一 遊 技 禁 止 フ ラ グ が オ ン
さ れ る 。
　 上 記 処 理 後 、 或 い は 先 の ス テ ッ プ Ｓ ２ ４ ０ に お い て 、 フ ラ グ が オ フ の 場 合 に は 、 図 ８ に
示 す よ う に 、 次 の ス テ ッ プ Ｓ ２ ５ ０ に 進 み 、 先 に 説 明 し た ２ （ 第 二 状 態 ） ・ ３ （ 第 三 状 態
） ・ ４ （ 第 四 状 態 ） の ど れ か の フ ラ グ が オ ン と な っ て い る か 否 か 判 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ７ ４ 】
　 上 記 判 定 の 結 果 、 ど れ か の フ ラ グ が オ ン と な っ て い る と 判 定 さ れ 場 合 に は 、 図 ８ に 示 す
よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ ５ ０ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ２ ５ １ に 進 み 、 第 三 遊 技 禁 止 フ ラ グ が オ ン
さ れ る 。
　 上 記 処 理 後 、 或 い は 先 の ス テ ッ プ Ｓ ２ ５ ０ に お い て 、 フ ラ グ が オ フ の 場 合 に は 、 図 ８ に
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示 す よ う に 、 当 該 処 理 を 終 了 す る 。
（ 図 ９ の 第 一 遊 技 制 御 の 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト ）
　 つ ぎ に 、 図 ９ を 用 い て 、 第 一 遊 技 制 御 の 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト に つ い て 、 以 下 に 説 明 す る
。
【 ０ ０ ７ ５ 】
　 上 記 第 一 遊 技 は 、 図 １ に 示 す 第 一 遊 技 制 御 手 段 210に よ り 、 管 理 さ れ て い る 。
　 ま ず 、 図 ９ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ ０ に 進 み 、 第 一 遊 技 用 特 定 領 域 を セ ッ ト す る
。
　 具 体 的 に は 、 図 ５ ～ ６ に 示 す 第 一 特 定 領 域 83に 臨 む 第 一 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 87（ 図 １
参 照 ） を 有 効 と す る 。 こ の と き 、 第 二 特 定 領 域 84に 臨 む 第 二 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 88は 、
無 効 と す る 。
【 ０ ０ ７ ６ 】
　 上 記 処 理 後 、 図 ９ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ ０ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ １ に 進 み 、
可 変 入 賞 装 置 50の 開 放 タ イ マ を セ ッ ト す る 。
　 具 体 的 に は 、 開 放 タ イ マ は 、 可 変 入 賞 装 置 50の 開 閉 扉 70の 開 放 時 間 を 制 御 す る も の で あ
り 、 例 え ば ０ ． ５ 秒 に セ ッ ト さ れ る 。
　 上 記 処 理 後 、 図 ９ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ １ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ ２ に 進 み 、
特 定 領 域 有 効 タ イ マ を セ ッ ト す る 。
【 ０ ０ ７ ７ 】
　 具 体 的 に は 、 特 定 領 域 有 効 タ イ マ は 、 開 閉 扉 70が 閉 じ る 間 際 に 、 可 変 入 賞 装 置 50内 に 流
入 し た 打 球 が 、 第 一 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 87に よ り 検 出 さ れ る 迄 の 時 間 を 確 保 す る た め の
も の で あ り 、 例 え ば １ ． ５ 秒 に セ ッ ト さ れ る 。
　 な お 、 当 該 １ ． ５ 秒 経 過 後 は 、 第 一 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 87を 無 効 と す る こ と で 、 不 正
遊 技 を 防 止 し て い る 。
【 ０ ０ ７ ８ 】
　 上 記 処 理 後 、 図 ９ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ ２ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ ３ に 進 み 、
可 変 入 賞 装 置 50の 開 放 駆 動 を 開 始 す る 。
　 具 体 的 に は 、 図 ４ に 示 す よ う に 、 可 変 入 賞 装 置 50の 開 閉 扉 70を 開 放 す る 。
　 上 記 処 理 後 、 図 ９ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ ３ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ ４ に 進 み 、
図 示 し な い が 、 領 域 表 示 ラ ン プ を 点 灯 さ せ る 。
【 ０ ０ ７ ９ 】
　 上 記 領 域 表 示 ラ ン プ （ 図 示 せ ず ） は 、 図 ５ ～ ６ に 示 す 第 一 特 定 領 域 83が 有 効 で あ る こ と
を 表 示 し て い る 。
　 上 記 処 理 後 、 図 ９ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ ４ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ ５ に 進 み 、
特 定 領 域 入 賞 か 否 か 判 定 し て い る 。
　 具 体 的 に は 、 第 一 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 87の 検 出 信 号 を 監 視 し て い る 。
【 ０ ０ ８ ０ 】
　 上 記 判 定 の 結 果 、 特 定 領 域 へ 打 球 が 入 球 し た 場 合 に は 、 図 ９ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ
３ ０ ５ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ ６ に 進 み 、 特 定 領 域 入 賞 フ ラ グ を オ ン と す る 。
　 上 記 処 理 後 、 図 ９ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ ６ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ ７ に 進 み 、
可 変 入 賞 装 置 50の 開 放 タ イ マ を 減 算 す る 。
　 上 記 処 理 後 、 図 ９ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ ７ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ ８ に 進 み 、
特 定 領 域 有 効 タ イ マ を 減 算 す る 。
【 ０ ０ ８ １ 】
　 上 記 処 理 後 、 図 ９ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ ８ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ ９ に 進 み 、
特 定 領 域 有 効 タ イ マ が 「 ゼ ロ 」 と な っ た か 判 定 す る 。
　 上 記 判 定 の 結 果 、 特 定 領 域 有 効 タ イ マ が 「 ゼ ロ 」 で な い 場 合 に は 、 図 ９ に 示 す よ う に 、
ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ ９ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ３ １ ０ に 進 み 、 可 変 入 賞 装 置 50の 開 放 タ イ マ が 「 ゼ
ロ 」 と な っ た か 判 定 す る 。
【 ０ ０ ８ ２ 】
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　 上 記 判 定 の 結 果 、 可 変 入 賞 装 置 50の 開 放 タ イ マ が 「 ゼ ロ 」 で な い 場 合 に は 、 図 ９ に 示 す
よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ １ ０ か ら 先 に 説 明 し た ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ ５ に 戻 り 、 開 放 タ イ マ が 「 ゼ
ロ 」 と な る 迄 、 当 該 ス テ ッ プ を 繰 り 返 す 。
　 こ れ に 対 し 、 可 変 入 賞 装 置 50の 開 放 タ イ マ が 「 ゼ ロ 」 と な っ た 場 合 に は 、 図 ９ に 示 す よ
う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ １ ０ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ３ １ １ に 進 み 、 可 変 入 賞 装 置 50の 閉 口 駆 動 を
開 始 す る 。
【 ０ ０ ８ ３ 】
　 具 体 的 に は 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 可 変 入 賞 装 置 50の 開 閉 扉 70を 閉 じ る 。
　 上 記 処 理 後 、 図 ９ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ １ ０ か ら 先 に 説 明 し た ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ ５
に 戻 る 。
　 一 方 、 先 の ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ ５ に お い て 、 特 定 領 域 へ 打 球 が 入 賞 し て い な い 場 合 に は 、 図
９ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ ７ に 進 む 。 こ の 場 合 に は 、 特 定 領 域 入 賞 フ ラ グ は オ フ 状
態 を 維 持 す る 。
【 ０ ０ ８ ４ 】
　 ま た 、 先 の ス テ ッ プ Ｓ ３ ０ ９ に お い て 、 特 定 領 域 有 効 タ イ マ が 「 ゼ ロ 」 と な っ た 場 合 に
は 、 図 ９ に 示 す よ う に 、 次 の ス テ ッ プ Ｓ ３ ２ ０ に 進 み 、 図 示 し な い が 、 領 域 表 示 ラ ン プ を
消 灯 さ せ る 。
　 上 記 処 理 後 、 図 ９ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ ２ ０ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ３ ２ １ に 進 み 、
特 定 領 域 入 賞 フ ラ グ が オ ン と な っ て い る か 判 定 す る 。
【 ０ ０ ８ ５ 】
　 上 記 判 定 の 結 果 、 特 定 領 域 入 賞 フ ラ グ が オ フ の 場 合 に は 、 図 ９ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ
Ｓ ３ ２ １ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ３ ２ ２ に 進 み 、 図 ７ に 示 す 通 常 遊 技 へ 戻 る 。
　 こ れ に 対 し 、 特 定 領 域 入 賞 フ ラ グ が オ ン の 場 合 に は 、 図 ９ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ３
２ １ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ３ ２ ３ に 進 み 、 オ ン 状 態 の 特 定 領 域 入 賞 フ ラ グ を オ フ と す る 。
　 上 記 処 理 後 、 図 ９ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ３ ２ ３ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ３ ２ ４ に 進 み 、
図 １ ０ に 示 す 第 二 遊 技 へ 進 む 。
（ 図 １ ０ の 第 二 遊 技 （ 第 四 遊 技 ） 制 御 の 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト ）
　 つ ぎ に 、 図 １ ０ を 用 い て 、 第 二 遊 技 （ 第 四 遊 技 ） 制 御 の 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト に つ い て 、
以 下 に 説 明 す る 。
【 ０ ０ ８ ６ 】
　 本 実 施 の 形 態 で は 、 第 二 遊 技 と 第 四 遊 技 と を 共 通 に し て い る 。
　 上 記 第 二 遊 技 ・ 第 四 遊 技 は 、 図 １ に 示 す 第 二 遊 技 制 御 手 段 220・ 第 四 遊 技 制 御 手 段 240に
よ り 、 管 理 さ れ て い る 。
　 ま ず 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ０ に 進 み 、 第 二 遊 技 継 続 回 数 を セ ッ ト す る
。
【 ０ ０ ８ ７ 】
　 具 体 的 に は 、 第 二 遊 技 継 続 回 数 と し て 、 例 え ば １ ５ 回 を セ ッ ト す る 。
　 上 記 処 理 後 、 図 ９ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ０ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ １ に 進 み 、
第 二 遊 技 用 特 定 領 域 を セ ッ ト す る 。
　 具 体 的 に は 、 図 ５ ～ ６ に 示 す 第 二 特 定 領 域 84に 臨 む 第 二 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 88（ 図 １
参 照 ） を 有 効 と す る 。 こ の と き 、 第 一 特 定 領 域 83に 臨 む 第 一 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 87は 、
無 効 と す る 。
【 ０ ０ ８ ８ 】
　 上 記 処 理 後 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ １ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ２ に 進 み
、 可 変 入 賞 装 置 50の 開 放 タ イ マ を セ ッ ト す る 。
　 具 体 的 に は 、 開 放 タ イ マ は 、 可 変 入 賞 装 置 50の 開 閉 扉 70の 開 放 時 間 を 制 御 す る も の で あ
り 、 例 え ば ３ ０ 秒 に セ ッ ト さ れ る 。
　 な お 、 開 放 タ イ マ に セ ッ ト さ れ た 時 間 は 、 上 記 ３ ０ 秒 に 限 定 さ れ な い 。
【 ０ ０ ８ ９ 】
　 上 記 処 理 後 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ２ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ３ に 進 み

(15) JP 2006-175280 A5 2006.11.16



、 特 定 領 域 有 効 タ イ マ を セ ッ ト す る 。
　 具 体 的 に は 、 特 定 領 域 有 効 タ イ マ は 、 開 閉 扉 70が 閉 じ る 間 際 に 、 可 変 入 賞 装 置 50内 に 流
入 し た 打 球 が 、 第 二 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 88に よ り 検 出 さ れ る 迄 の 時 間 を 確 保 す る た め の
も の で あ り 、 例 え ば ３ １ 秒 に セ ッ ト さ れ る 。
【 ０ ０ ９ ０ 】
　 上 記 ３ １ 秒 は 、 開 放 タ イ マ に セ ッ ト さ れ た ３ ０ 秒 に １ 秒 を 加 算 し た も の で あ る 。 こ の た
め 、 ３ ０ 秒 経 過 し 、 可 変 入 賞 装 置 50が 閉 じ た 後 、 更 に １ 秒 経 過 後 、 第 二 特 定 領 域 打 球 検 出
手 段 88を 無 効 と す る こ と で 、 不 正 遊 技 を 防 止 し て い る 。
　 な お 、 特 定 領 域 有 効 タ イ マ に セ ッ ト さ れ た 時 間 は 、 上 記 ３ １ 秒 に 限 定 さ れ な い 。
　 上 記 処 理 後 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ３ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ４ に 進 み
、 可 変 入 賞 装 置 50の 開 放 駆 動 を 開 始 す る 。
【 ０ ０ ９ １ 】
　 具 体 的 に は 、 図 ４ に 示 す よ う に 、 可 変 入 賞 装 置 50の 開 閉 扉 70を 開 放 す る 。
　 上 記 処 理 後 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ４ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ５ に 進 み
、 図 示 し な い が 、 領 域 表 示 ラ ン プ を 点 灯 さ せ る 。
　 上 記 領 域 表 示 ラ ン プ （ 図 示 せ ず ） は 、 図 ５ ～ ６ に 示 す 第 二 特 定 領 域 84が 有 効 で あ る こ と
を 表 示 し て い る 。
【 ０ ０ ９ ２ 】
　 上 記 処 理 後 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ５ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ６ に 進 み
、 特 定 領 域 入 賞 か 否 か 判 定 し て い る 。
　 具 体 的 に は 、 第 二 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 88の 検 出 信 号 を 監 視 し て い る 。
　 上 記 判 定 の 結 果 、 特 定 領 域 へ 打 球 が 入 球 し た 場 合 に は 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ
Ｓ ４ ０ ６ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ７ に 進 み 、 特 定 領 域 入 賞 フ ラ グ を オ ン と す る 。
【 ０ ０ ９ ３ 】
　 上 記 処 理 後 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ７ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ８ に 進 み
、 可 変 入 賞 装 置 50の 開 放 タ イ マ を 減 算 す る 。
　 上 記 処 理 後 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ８ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ９ に 進 み
、 特 定 領 域 有 効 タ イ マ を 減 算 す る 。
　 上 記 処 理 後 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ９ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ４ １ ０ に 進 み
、 特 定 領 域 有 効 タ イ マ が 「 ゼ ロ 」 と な っ た か 判 定 す る 。
【 ０ ０ ９ ４ 】
　 上 記 判 定 の 結 果 、 特 定 領 域 有 効 タ イ マ が 「 ゼ ロ 」 で な い 場 合 に は 、 図 １ ０ に 示 す よ う に
、 ス テ ッ プ Ｓ ４ １ ０ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ４ １ １ に 進 み 、 可 変 入 賞 装 置 50の 開 放 タ イ マ が 「
ゼ ロ 」 と な っ た か 判 定 す る 。
　 上 記 判 定 の 結 果 、 可 変 入 賞 装 置 50の 開 放 タ イ マ が 「 ゼ ロ 」 で な い 場 合 に は 、 図 １ ０ に 示
す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ １ １ か ら 先 に 説 明 し た ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ６ に 戻 り 、 開 放 タ イ マ が 「
ゼ ロ 」 と な る 迄 、 当 該 ス テ ッ プ を 繰 り 返 す 。
【 ０ ０ ９ ５ 】
　 こ れ に 対 し 、 可 変 入 賞 装 置 50の 開 放 タ イ マ が 「 ゼ ロ 」 と な っ た 場 合 に は 、 図 １ ０ に 示 す
よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ １ １ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ４ １ ２ に 進 み 、 可 変 入 賞 装 置 50の 閉 口 駆 動
を 開 始 す る 。
　 具 体 的 に は 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 可 変 入 賞 装 置 50の 開 閉 扉 70を 閉 じ る 。
　 上 記 処 理 後 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ １ ２ か ら 先 に 説 明 し た ス テ ッ プ Ｓ ４ ０
６ に 戻 る 。
【 ０ ０ ９ ６ 】
　 一 方 、 先 の ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ６ に お い て 、 特 定 領 域 へ 打 球 が 入 賞 し て い な い 場 合 に は 、 図
１ ０ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ８ に 進 む 。 こ の 場 合 に は 、 特 定 領 域 入 賞 フ ラ グ は オ フ
状 態 を 維 持 す る 。
　 ま た 、 先 の ス テ ッ プ Ｓ ４ １ ０ に お い て 、 特 定 領 域 有 効 タ イ マ が 「 ゼ ロ 」 と な っ た 場 合 に
は 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 次 の ス テ ッ プ Ｓ ４ ２ ０ に 進 み 、 図 示 し な い が 、 領 域 表 示 ラ ン プ
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を 消 灯 さ せ る 。
【 ０ ０ ９ ７ 】
　 上 記 処 理 後 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ ２ ０ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ４ ２ １ に 進 み
、 特 定 領 域 入 賞 フ ラ グ が オ ン と な っ て い る か 判 定 す る 。
　 上 記 判 定 の 結 果 、 特 定 領 域 入 賞 フ ラ グ が オ ン の 場 合 に は 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ
プ Ｓ ４ ２ １ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ４ ２ ２ に 進 み 、 オ ン 状 態 の 特 定 領 域 入 賞 フ ラ グ を オ フ と す
る 。
【 ０ ０ ９ ８ 】
　 上 記 処 理 後 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ ２ ２ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ４ ２ ３ に 進 み
、 第 二 遊 技 継 続 回 数 を 減 算 す る 。
　 上 記 処 理 後 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ４ ２ ３ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ４ ２ ４ に 進 み
、 第 二 遊 技 継 続 回 数 が 「 ０ 」 か 否 か 判 定 す る 。
　 上 記 判 定 の 結 果 、 第 二 遊 技 継 続 回 数 が 「 ０ 」 で な い 場 合 に は 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 先
に 説 明 し た ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ １ に 戻 る 。
【 ０ ０ ９ ９ 】
　 こ れ に 対 し 、 第 二 遊 技 継 続 回 数 が 「 ０ 」 の 場 合 に は 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ
４ ２ ４ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ４ ２ ５ に 進 み 、 第 二 遊 技 を 終 了 す る 。
　 一 方 、 先 の ス テ ッ プ Ｓ ４ ２ １ に お い て 、 特 定 領 域 入 賞 フ ラ グ が オ フ の 場 合 に は 、 図 １ ０
に 示 す よ う に 、 次 の ス テ ッ プ Ｓ ３ ２ ５ に 進 み 、 第 二 遊 技 を 終 了 す る 。
（ 図 １ １ の 第 三 遊 技 制 御 の 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト ）
　 つ ぎ に 、 図 １ １ を 用 い て 、 第 三 遊 技 制 御 の 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト に つ い て 、 以 下 に 説 明 す
る 。
【 ０ １ ０ ０ 】
　 上 記 第 三 遊 技 は 、 図 １ に 示 す 第 三 遊 技 制 御 手 段 230に よ り 、 管 理 さ れ て い る 。
　 ま ず 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ０ に 進 み 、 変 動 時 間 タ イ マ を セ ッ ト す る 。
　 具 体 的 に は 、 変 動 時 間 タ イ マ と し て 、 例 え ば １ ０ 秒 を セ ッ ト す る 。
　 上 記 処 理 後 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ０ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ １ に 進 み
、 特 別 図 柄 抽 選 乱 数 を 取 得 す る 。
【 ０ １ ０ １ 】
　 上 記 処 理 後 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ １ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ２ に 進 み
、 判 定 図 柄 抽 選 乱 数 を 取 得 す る 。
　 上 記 処 理 後 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ２ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ３ に 進 み
、 先 の ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ １ で 取 得 し た 特 別 図 柄 抽 選 乱 数 が 当 選 し た 否 か 判 定 さ れ る 。
　 上 記 判 定 の 結 果 、 特 別 図 柄 抽 選 乱 数 が 外 れ の 場 合 に は 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ
Ｓ ５ ０ ３ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ４ に 進 み 、 外 れ 表 示 図 柄 が セ ッ ト さ れ る 。
【 ０ １ ０ ２ 】
　 上 記 処 理 後 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ４ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ５ に 進 み
、 図 ２ に 示 す 図 柄 表 示 装 置 60に お い て 図 柄 の 変 動 表 示 を 開 始 す る 。
　 上 記 処 理 後 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ５ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ６ に 進 み
、 変 動 時 間 タ イ マ を 減 算 す る 。
　 上 記 処 理 後 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ６ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ７ に 進 み
、 変 動 時 間 タ イ マ が 「 ゼ ロ 」 と な っ た か 否 か 判 定 す る 。
【 ０ １ ０ ３ 】
　 上 記 判 定 の 結 果 、 変 動 時 間 タ イ マ が 「 ゼ ロ 」 で な い 場 合 に は 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 先
の ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ５ に 戻 り 、 変 動 時 間 タ イ マ が 「 ゼ ロ 」 と な る 迄 、 当 該 ス テ ッ プ を 繰 り 返
す 。
　 こ れ に 対 し 、 変 動 時 間 タ イ マ が 「 ゼ ロ 」 と な る と 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ５
０ ７ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ８ に 進 み 、 変 動 時 間 加 算 フ ラ グ が オ ン と な っ て い る か 否 か 判
定 す る 。
【 ０ １ ０ ４ 】
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　 上 記 判 定 の 結 果 、 変 動 時 間 加 算 フ ラ グ が オ フ の 場 合 に は 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ
プ Ｓ ５ ０ ８ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ９ に 進 み 、 図 ２ に 示 す 図 柄 表 示 装 置 60の 図 柄 を 停 止 制
御 す る 。
　 こ の と き 、 先 に 説 明 し た ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ４ に お い て セ ッ ト さ れ た 外 れ 表 示 図 柄 が 停 止 表
示 さ れ る 。
【 ０ １ ０ ５ 】
　 上 記 処 理 後 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ９ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ５ １ ０ に 進 み
、 第 三 遊 技 を 終 了 す る 。
　 一 方 、 先 に ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ３ に お い て 、 先 の ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ １ で 取 得 し た 特 別 図 柄 抽 選
乱 数 が 当 選 し て い た 場 合 に は 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 次 の ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ ０ に 進 み 、 先 の
ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ２ で 取 得 し た 判 定 図 柄 抽 選 乱 数 が 当 選 し た か 否 か 判 定 さ れ る 。
【 ０ １ ０ ６ 】
　 上 記 判 定 の 結 果 、 判 定 図 柄 抽 選 乱 数 が 当 選 の 場 合 に は 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ
Ｓ ５ ２ ０ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ １ に 進 み 、 特 定 当 た り 表 示 図 柄 が セ ッ ト さ れ る 。
　 上 記 処 理 後 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ １ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ ２ に 進 み
、 変 動 時 間 加 算 フ ラ グ が オ ン と さ れ る 。
　 上 記 処 理 後 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ ２ か ら 先 に 説 明 し た ス テ ッ プ Ｓ ５ ０
５ に 進 み 、 図 ２ に 示 す 図 柄 表 示 装 置 60に お い て 図 柄 の 変 動 表 示 を 開 始 す る 。 本 処 理 の 場 合
に は 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ９ に お い て 、 先 の ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ １ に お い て セ ッ ト さ れ た 特 定 当 た
り 表 示 図 柄 が 停 止 表 示 さ れ る 。
【 ０ １ ０ ７ 】
　 一 方 、 先 に 説 明 し た ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ ０ に お い て 、 先 の ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ２ で 取 得 し た 判 定
図 柄 抽 選 乱 数 が 外 れ た 場 合 に は 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ ３ に 進 み 、 通 常 当
た り 表 示 図 柄 が セ ッ ト さ れ る 。
　 上 記 処 理 後 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ ３ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ ２ に 進 み
、 変 動 時 間 加 算 フ ラ グ が オ ン と さ れ る 。
【 ０ １ ０ ８ 】
　 上 記 処 理 後 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ ２ か ら 先 に 説 明 し た ス テ ッ プ Ｓ ５ ０
５ に 進 み 、 図 ２ に 示 す 図 柄 表 示 装 置 60に お い て 図 柄 の 変 動 表 示 を 開 始 す る 。 本 処 理 の 場 合
に は 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ９ に お い て 、 先 の ス テ ッ プ Ｓ ５ ２ ３ に お い て セ ッ ト さ れ た 通 常 当 た
り 表 示 図 柄 が 停 止 表 示 さ れ る 。
　 一 方 、 先 の ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ８ に お い て 、 変 動 時 間 加 算 フ ラ グ が オ ン と な っ て い る 場 合 に
は 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ３ ０ に 進 み 、 第 二 遊 技 中 か 否 か 判 定 さ れ る 。
【 ０ １ ０ ９ 】
　 上 記 判 定 の 結 果 、 第 二 遊 技 中 で 無 い 場 合 に は 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ３ ０
か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ５ ３ １ に 進 み 、 オ ン 状 態 の 変 動 時 間 加 算 フ ラ グ を オ フ と す る 。
　 上 記 処 理 後 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ３ １ か ら 先 に 説 明 し た ス テ ッ プ Ｓ ５ ０
９ に 戻 る 。
　 こ れ に 対 し 、 先 の ス テ ッ プ Ｓ ５ ３ ０ に お い て 、 第 二 遊 技 中 の 場 合 に は 、 図 １ １ に 示 す よ
う に 、 次 の ス テ ッ プ Ｓ ５ ３ ２ に 進 み 、 オ ン 状 態 の 変 動 時 間 加 算 フ ラ グ を オ フ と す る 。
【 ０ １ １ ０ 】
　 上 記 処 理 後 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ３ ２ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ５ ３ ３ に 進 み
、 変 動 時 間 を 加 算 す る 。
　 具 体 的 に は 、 変 動 時 間 と し て 、 例 え ば ５ 分 、 加 算 す る 。
　 上 記 処 理 後 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ５ ３ ３ か ら 先 に 説 明 し た ス テ ッ プ Ｓ ５ ０
５ に 戻 る 。
【 ０ １ １ １ 】
　 そ の 結 果 、 第 二 遊 技 が 終 了 す る 迄 、 図 ２ に 示 す 図 柄 表 示 装 置 60の 図 柄 の 変 動 表 示 を 継 続
す る よ う に 、 ５ 分 間 延 長 し て い る 。
　 本 処 理 は 、 図 １ に 示 す 第 三 遊 技 並 行 処 理 手 段 231に よ り 管 理 さ れ て い る 。
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（ 第 二 の 実 施 の 形 態 ）
　 つ ぎ に 、 図 １ ２ ～ １ ８ を 用 い て 、 本 発 明 の 第 二 の 実 施 の 形 態 に つ い て 、 以 下 に 説 明 す る
。
【 ０ １ １ ２ 】
　 本 実 施 の 形 態 の 第 一 の 特 徴 は 、 図 ２ に 示 す 第 一 特 定 領 域 83と 、 第 二 特 定 領 域 84と を 、 図
１ ３ に 示 す よ う に 、 共 通 特 定 入 賞 口 300と し た 点 に あ る 。
　 本 実 施 の 形 態 の 第 二 の 特 徴 は 、 図 １ に 示 す 第 一 特 定 入 賞 検 出 手 段 31と 、 第 二 特 定 入 賞 検
出 手 段 41と を 、 図 １ ２ に 示 す よ う に 、 共 通 特 定 入 賞 検 出 手 段 310と し た 点 に あ る 。
　 上 記 共 通 特 定 入 賞 検 出 手 段 310は 、 共 通 特 定 入 賞 口 300に 入 球 し た 打 球 を 検 出 す る た め の
も の で あ る 。
【 ０ １ １ ３ 】
　 本 実 施 の 形 態 の 第 三 の 特 徴 は 、 遊 技 制 御 手 段 200に 、 図 １ ２ に 示 す よ う に 、 遊 技 選 択 手
段 320を 備 え て い る 点 で あ る 。
　 上 記 遊 技 選 択 手 段 320は 、 共 通 特 定 入 賞 検 出 手 段 310に よ り 打 球 が 検 出 さ れ た こ と を 条 件
に 、 第 一 遊 技 と 、 第 三 遊 技 と を 所 定 条 件 に も と づ い て 、 択 一 的 に 開 始 さ せ る た め の も の で
あ る 。
【 ０ １ １ ４ 】
　 具 体 的 に は 、 遊 技 選 択 手 段 320は 、 図 １ ２ に 示 す よ う に 、 次 の 手 段 を 備 え る 。
　 な お 、 遊 技 選 択 手 段 320の 手 段 は 、 次 の （ １ ） に 限 定 さ れ な い 。
　 　 　 　 （ １ ） 遊 技 選 択 抽 選 手 段 321
　 遊 技 選 択 抽 選 手 段 321は 、 抽 選 に も と づ い て 、 第 一 遊 技 と 、 第 三 遊 技 と を 選 択 し て い る
。
【 ０ １ １ ５ 】
　 な お 、 先 に 説 明 し た 所 定 条 件 は 、 上 記 し た 抽 選 に 限 定 さ れ な い 。
　 本 実 施 の 形 態 の 第 四 の 特 徴 は 、 図 １ ２ に 示 す よ う に 、 可 変 入 賞 装 置 50に 、 共 通 特 定 入 賞
口 抽 選 表 示 手 段 330を 備 え て い る 点 で あ る 。
　 上 記 共 通 特 定 入 賞 口 抽 選 表 示 手 段 330は 、 遊 技 選 択 手 段 320の 遊 技 選 択 抽 選 手 段 321の 抽
選 結 果 を 表 示 す る た め の も の で あ る 。
【 ０ １ １ ６ 】
　 な お 、 共 通 特 定 入 賞 口 抽 選 表 示 手 段 330の 位 置 は 、 可 変 入 賞 装 置 50に 限 定 さ れ な い 。
　 ま た 、 共 通 特 定 入 賞 口 抽 選 表 示 手 段 330と し て は 、 例 え ば ７ セ グ メ ン ト を 使 用 し た が 、
こ れ に 限 定 さ れ な い 。
　 本 実 施 の 形 態 の 第 五 の 特 徴 は 、 図 １ ２ ～ １ ３ に 示 す よ う に 、 図 柄 表 示 装 置 60に 、 共 通 特
定 入 賞 口 保 留 球 表 示 手 段 340を 備 え て い る 点 で あ る 。
【 ０ １ １ ７ 】
　 上 記 共 通 特 定 入 賞 口 保 留 球 表 示 手 段 340は 、 共 通 特 定 入 賞 口 300の 保 留 球 を 表 示 す る た め
の も の で あ る 。
　 な お 、 共 通 特 定 入 賞 口 保 留 球 表 示 手 段 340の 位 置 は 、 図 柄 表 示 装 置 60に 限 定 さ れ な い 。
　 具 体 的 に は 、 共 通 特 定 入 賞 口 保 留 球 表 示 手 段 340は 、 図 １ ３ に 示 す よ う に 、 次 の 手 段 を
備 え る 。
【 ０ １ １ ８ 】
　 　 　 　 （ １ ） 第 一 遊 技 保 留 球 表 示 手 段 341
　 第 一 遊 技 保 留 球 表 示 手 段 341は 、 図 １ ３ に 示 す よ う に 、 例 え ば ４ 個 の ラ ン プ か ら 構 成 さ
れ 、 図 柄 表 示 装 置 60の 左 右 に ２ 個 ず つ 配 置 し て い る 。
　 な お 、 第 一 遊 技 保 留 球 表 示 手 段 341の ラ ン プ の 数 は 、 ４ 個 に 限 定 さ れ な い 。 ま た 、 第 一
遊 技 保 留 球 表 示 手 段 341は 、 ラ ン プ に も 限 定 さ れ な い 。
【 ０ １ １ ９ 】
　 具 体 的 に は 、 第 一 遊 技 保 留 球 表 示 手 段 341は 、 図 １ ２ に 示 す 第 一 遊 技 保 留 球 計 数 手 段 213
に よ り カ ウ ン ト さ れ た カ ウ ン ト 値 を 表 示 す る た め の も の で あ る 。
　 　 　 　 （ ２ ） 第 三 遊 技 保 留 球 表 示 手 段 342
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　 第 三 遊 技 保 留 球 表 示 手 段 342は 、 図 １ ３ に 示 す よ う に 、 例 え ば ４ 個 の ラ ン プ か ら 構 成 さ
れ 、 図 柄 表 示 装 置 60の 下 側 に 配 置 し て い る 。
【 ０ １ ２ ０ 】
　 な お 、 第 三 遊 技 保 留 球 表 示 手 段 342の ラ ン プ の 数 は 、 ４ 個 に 限 定 さ れ な い 。 ま た 、 第 三
遊 技 保 留 球 表 示 手 段 342は 、 ラ ン プ に も 限 定 さ れ な い 。
　 具 体 的 に は 、 第 三 遊 技 保 留 球 表 示 手 段 342は 、 図 １ ２ に 示 す 第 三 遊 技 保 留 球 計 数 手 段 233
に よ り カ ウ ン ト さ れ た カ ウ ン ト 値 を 表 示 す る た め の も の で あ る 。
　 な お 、 共 通 特 定 入 賞 口 保 留 球 表 示 手 段 340の 手 段 は 、 次 の （ １ ） ～ （ ２ ） に 限 定 さ れ な
い 。 例 え ば 、 第 一 遊 技 ・ 第 三 遊 技 に 共 通 の ４ 個 の ラ ン プ を 用 い 、 ラ ン プ の 発 光 色 を 、 第 一
遊 技 、 第 三 遊 技 に そ れ ぞ れ 対 応 さ せ て 変 化 さ せ て も 良 い 。
（ 共 通 特 定 入 賞 口 300）
　 上 記 共 通 特 定 入 賞 口 300に は 、 図 １ ３ に 示 す よ う に 、 次 の パ ー ツ を 備 え る 。
【 ０ １ ２ １ 】
　 な お 、 共 通 特 定 入 賞 口 300の パ ー ツ は 、 次 の （ １ ） ～ （ ４ ） に 限 定 さ れ な い 。
　 　 　 　 （ １ ） 共 通 特 定 入 賞 口 検 出 手 段 301
　 共 通 特 定 入 賞 口 検 出 手 段 301は 、 図 １ ３ に 示 す よ う に 、 共 通 特 定 入 賞 口 300の 上 方 に 位 置
し 、 共 通 特 定 入 賞 口 300に 入 球 し た 打 球 を 検 出 す る た め の も の で あ る 。
　 　 　 　 （ ２ ） 振 分 手 段 302
　 振 分 手 段 302は 、 図 １ ３ に 示 す よ う に 、 共 通 特 定 入 賞 口 300の 中 央 に 位 置 し 、 共 通 特 定 入
賞 口 検 出 手 段 301に よ り 検 出 さ れ た 打 球 を 振 り 分 け る た め の も の で あ る 。
【 ０ １ ２ ２ 】
　 具 体 的 に は 、 振 分 手 段 302に は 、 図 １ ３ に 示 す よ う に 、 正 逆 回 転 す る 回 転 体 305と 、 回 転
体 305の 左 右 に 位 置 す る 枠 部 306と を 備 え る 。
　 上 記 回 転 体 305に は 、 図 １ ３ に 示 す よ う に 、 断 面 半 円 形 に 窪 ん だ 一 個 の 凹 部 307を 備 え る
。
　 な お 、 凹 部 307の 数 は 、 １ 個 に 限 定 さ れ な い 。
【 ０ １ ２ ３ 】
　 上 記 凹 部 307に は 、 図 １ ４ に 示 す よ う に 、 １ 個 の 球 が 載 る 。 そ し て 、 球 が 載 っ た 状 態 で
は 、 次 の 球 は 、 凹 部 307に 載 っ た 球 に 当 た っ て 、 左 右 に 振 り 分 け ら れ る 。 左 右 に 振 り 分 け
ら れ た 球 は 、 左 右 の 枠 部 306の 外 側 を 通 っ て 流 下 す る 。
　 そ し て 、 凹 部 307に 載 っ た 球 は 、 回 転 体 305が 正 逆 回 転 す る と 、 図 １ ５ ～ １ ６ に 示 す よ う
に 、 凹 部 307に は ま り 込 ん だ 状 態 で 、 左 右 の 枠 部 306の 内 側 を 通 過 す る 。
【 ０ １ ２ ４ 】
　 一 方 、 凹 部 307の 無 い 回 転 体 305の 円 弧 状 の 表 面 が 、 図 １ ７ に 示 す よ う に 、 共 通 特 定 入 賞
口 検 出 手 段 301に 臨 ん だ 位 置 で は 、 共 通 特 定 入 賞 口 検 出 手 段 301を 通 過 し た 球 は 、 回 転 体 30
5の 円 弧 状 の 表 面 に 当 た っ て 、 左 右 に 振 り 分 け ら れ る 。 左 右 に 振 り 分 け ら れ た 球 は 、 左 右
の 枠 部 306の 外 側 を 通 っ て 流 下 す る 。
　 　 　 　 （ ３ ） 第 一 特 定 入 賞 部 303
　 第 一 特 定 入 賞 部 303は 、 図 １ ３ に 示 す よ う に 、 振 分 手 段 302の 下 側 、 同 図 中 、 向 か っ て 右
側 に ２ 個 位 置 す る 。
【 ０ １ ２ ５ 】
　 な お 、 第 一 特 定 入 賞 部 303の 数 は 、 ２ 個 に 限 定 さ れ な い 。
　 そ し て 、 第 一 特 定 入 賞 部 303は 、 図 １ ５ に 示 す よ う に 、 回 転 体 305が 右 回 転 し た 際 に 、 そ
の 凹 部 307に は ま り 込 ん だ 球 が 落 下 す る 。
　 　 　 　 （ ４ ） 第 二 特 定 入 賞 部 304
　 第 二 特 定 入 賞 部 304は 、 図 １ ３ に 示 す よ う に 、 振 分 手 段 302の 下 側 、 同 図 中 、 向 か っ て 左
側 に 位 置 す る 。
【 ０ １ ２ ６ 】
　 な お 、 第 二 特 定 入 賞 部 304の 数 は 、 ２ 個 に 限 定 さ れ な い 。
　 そ し て 、 第 二 特 定 入 賞 部 304は 、 図 １ ６ に 示 す よ う に 、 回 転 体 305が 左 回 転 し た 際 に 、 そ
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の 凹 部 307に は ま り 込 ん だ 球 が 落 下 す る 。
（ 共 通 特 定 入 賞 検 出 手 段 310）
　 共 通 特 定 入 賞 検 出 手 段 310は 、 図 １ ２ に 示 す よ う に 、 次 の 手 段 を 備 え る 。
【 ０ １ ２ ７ 】
　 な お 、 共 通 特 定 入 賞 検 出 手 段 310の 手 段 は 、 次 の （ １ ） ～ （ ２ ） に 限 定 さ れ な い 。
　 　 　 　 （ １ ） 第 一 特 定 入 賞 部 検 出 手 段 311
　 第 一 特 定 入 賞 部 検 出 手 段 311は 、 図 示 し な い が 、 第 一 特 定 入 賞 部 303に 入 球 し た 打 球 を 検
出 す る た め の も の で あ る 。
　 そ し て 、 第 一 特 定 入 賞 部 検 出 手 段 311に よ り 打 球 が 検 出 さ れ た こ と を 条 件 に 、 第 一 遊 技
制 御 手 段 210は 、 予 め 設 定 さ れ た 第 一 遊 技 条 件 に も と づ い て 、 可 変 入 賞 装 置 50を 閉 状 態 か
ら 開 状 態 に 可 変 す る 。
【 ０ １ ２ ８ 】
　 　 　 　 （ ２ ） 第 二 特 定 入 賞 部 検 出 手 段 312
　 第 二 特 定 入 賞 部 検 出 手 段 312は 、 図 示 し な い が 、 第 二 特 定 入 賞 部 304に 入 球 し た 打 球 を 検
出 す る た め の も の で あ る 。
　 そ し て 、 第 二 特 定 入 賞 部 検 出 手 段 312に よ り 打 球 が 検 出 さ れ た こ と を 条 件 に 、 第 三 遊 技
制 御 手 段 230は 、 図 柄 表 示 装 置 60に 表 示 さ れ た 図 柄 の 変 動 表 示 を 開 始 し 、 所 定 時 間 経 過 後
、 変 動 表 示 を 停 止 さ せ る 。
（ 図 １ ８ の 共 通 特 定 入 賞 口 の 振 分 の 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト ）
　 つ ぎ に 、 図 １ ８ を 用 い て 、 共 通 特 定 入 賞 口 300の 振 分 の 概 略 フ ロ ー チ ャ ー ト に つ い て 、
以 下 に 説 明 す る 。
【 ０ １ ２ ９ 】
　 ま ず 、 図 １ ８ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ６ ０ ０ に 進 み 、 共 通 特 定 入 賞 口 300の 入 賞 か 否
か 判 定 し て い る 。
　 具 体 的 に は 、 図 １ ２ に 示 す 遊 技 選 択 手 段 320に お い て 、 共 通 特 定 入 賞 口 検 出 手 段 301の 検
出 信 号 を 監 視 し て い る 。
　 上 記 判 定 の 結 果 、 入 賞 が 判 定 さ れ た 場 合 に は 、 図 １ ８ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ６ ０ ０
か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ６ １ ０ に 進 み 、 抽 選 乱 数 を 取 得 す る 。
【 ０ １ ３ ０ 】
　 具 体 的 に は 、 図 １ ２ に 示 す 遊 技 選 択 手 段 320の 遊 技 選 択 抽 選 手 段 321に よ り 抽 選 乱 数 を 取
得 し て い る 。
　 上 記 抽 選 乱 数 と し て は 、 例 え ば 「 ０ 」 ～ 「 ９ 」 迄 の 数 字 を 使 用 し て い る 。
　 な お 、 抽 選 乱 数 と し て は 、 「 ０ 」 ～ 「 ９ 」 迄 の 数 字 に 限 定 さ れ な い 。
　 上 記 処 理 後 、 図 １ ８ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ６ １ ０ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ６ ２ ０ に 進 み
、 抽 選 乱 数 が 当 選 １ に 該 当 す る か 否 か 判 定 し て い る 。
【 ０ １ ３ １ 】
　 上 記 当 選 １ は 、 例 え ば 「 ３ 」 、 「 ７ 」 の 数 字 の 場 合 で あ る 。
　 な お 、 当 選 １ は 、 「 ３ 」 、 「 ７ 」 の 数 字 に 限 定 さ れ な い 。
　 具 体 的 に は 、 図 １ ２ に 示 す 遊 技 選 択 手 段 320の 遊 技 選 択 抽 選 手 段 321に よ り 判 定 し て い る
。
　 上 記 当 選 １ に 該 当 し な い 場 合 に は 、 図 １ ８ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ６ ２ ０ か ら 次 の ス
テ ッ プ Ｓ ６ ３ ０ に 進 む 。
【 ０ １ ３ ２ 】
　 こ れ に 対 し 、 当 選 １ に 該 当 す る 場 合 に は 、 図 １ ８ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ６ ２ ０ か ら
次 の ス テ ッ プ Ｓ ６ ２ １ に 進 み 、 右 回 転 フ ラ グ を セ ッ ト す る 。 そ の 後 、 ス テ ッ プ Ｓ ６ ２ １ か
ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ６ ３ ０ に 進 む 。
　 上 記 ス テ ッ プ Ｓ ６ ３ ０ に お い て は 、 図 １ ８ に 示 す よ う に 、 抽 選 乱 数 が 当 選 ２ に 該 当 す る
か 否 か 判 定 し て い る 。
【 ０ １ ３ ３ 】
　 上 記 当 選 ２ は 、 例 え ば 「 １ 」 、 「 ５ 」 、 「 ９ 」 の 数 字 の 場 合 で あ る 。
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　 な お 、 当 選 ２ は 、 「 １ 」 、 「 ５ 」 、 「 ９ 」 の 数 字 に 限 定 さ れ な い 。
　 具 体 的 に は 、 図 １ ２ に 示 す 遊 技 選 択 手 段 320の 遊 技 選 択 抽 選 手 段 321に よ り 判 定 し て い る
。
　 上 記 当 選 ２ に 該 当 し な い 場 合 に は 、 図 １ ８ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ６ ３ ０ か ら 次 の ス
テ ッ プ Ｓ ６ ４ ０ に 進 む 。
【 ０ １ ３ ４ 】
　 こ れ に 対 し て 、 当 選 ２ に 該 当 す る 場 合 に は 、 図 １ ８ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ６ ３ ０ か
ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ６ ３ １ に 進 み 、 右 半 回 転 フ ラ グ を セ ッ ト す る 。 そ の 後 、 ス テ ッ プ Ｓ ６ ３
１ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ６ ４ ０ に 進 む 。
　 上 記 ス テ ッ プ Ｓ ６ ４ ０ に お い て は 、 図 １ ８ に 示 す よ う に 、 抽 選 に 応 じ た 図 柄 を 変 動 表 示
す る 。
【 ０ １ ３ ５ 】
　 具 体 的 に は 、 図 １ ３ に 示 す 共 通 特 定 入 賞 口 抽 選 表 示 手 段 330に 、 抽 選 に 応 じ た 図 柄 を 変
動 表 示 す る 。 例 え ば 、 取 得 さ れ た 抽 選 乱 数 を 数 字 で そ の ま ま 表 示 し て も 良 い 。
　 上 記 処 理 後 、 図 １ ８ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ６ ４ ０ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ６ ５ ０ に 進 み
、 右 回 転 フ ラ グ が オ ン か 否 か 判 定 さ れ る 。
　 具 体 的 に は 、 図 １ ２ に 示 す 遊 技 選 択 手 段 320に よ り 判 定 し て い る 。
【 ０ １ ３ ６ 】
　 上 記 判 定 の 結 果 、 右 回 転 フ ラ グ が オ フ の 場 合 に は 、 図 １ ８ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ６
５ ０ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ６ ６ ０ に 進 む 。
　 こ れ に 対 し 、 右 回 転 フ ラ グ が オ ン の 場 合 に は 、 図 １ ８ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ６ ５ ０
か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ６ ５ １ に 進 み 、 図 １ ５ に 矢 印 で 示 し た よ う に 、 回 転 体 305を 右 回 転 に
３ ６ ０ 度 回 転 す る 。
【 ０ １ ３ ７ 】
　 例 え ば 、 回 転 体 305の 凹 部 307が 、 図 １ ３ に 示 す よ う に 、 上 方 に 向 い た 状 態 で は 、 共 通 特
定 入 賞 口 検 出 手 段 301を 通 過 し た 球 は 、 凹 部 307に は ま り 込 む こ と が 可 能 で あ る 。 そ し て 、
凹 部 307に は ま り 込 ん だ 球 は 、 １ ８ ０ 度 回 転 す る 直 前 で 、 第 一 特 定 入 賞 部 303に 落 下 し 、 第
一 特 定 入 賞 部 検 出 手 段 311に よ り 検 出 さ れ る 。 こ の た め 、 第 一 遊 技 が 開 始 さ れ る 。
　 そ の 後 、 回 転 体 305は 、 更 に １ ８ ０ 度 回 転 し 、 凹 部 307が 、 図 １ ３ に 示 す よ う に 、 上 方 に
向 い た 位 置 で 停 止 す る 。
【 ０ １ ３ ８ 】
　 こ れ に 対 し 、 回 転 体 305の 凹 部 307が 、 図 １ ７ に 示 す よ う に 、 下 方 に 向 い た 状 態 で は 、 回
転 体 305が ３ ６ ０ 度 回 転 し て も 、 凹 部 307が 下 方 を 向 い た 状 態 に 戻 っ て し ま う 。
　 そ し て 、 凹 部 307が 下 方 を 向 き 、 回 転 体 305の 円 弧 状 の 表 面 が 、 図 １ ７ に 示 す よ う に 、 上
方 に 向 い た 状 態 で は 、 共 通 特 定 入 賞 口 検 出 手 段 301を 通 過 し た 球 は 、 回 転 体 305の 円 弧 状 の
表 面 に 当 た っ て 、 左 右 に 振 り 分 け ら れ る 。 左 右 に 振 り 分 け ら れ た 球 は 、 左 右 の 枠 部 306の
外 側 を 通 っ て 、 第 一 特 定 入 賞 部 303又 は 第 二 特 定 入 賞 部 304の い ず れ か に 落 下 す る 。
【 ０ １ ３ ９ 】
　 上 記 処 理 後 、 図 １ ８ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ６ ５ １ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ６ ６ ０ に 進 む
。
　 上 記 ス テ ッ プ Ｓ ６ ６ ０ に お い て は 、 図 １ ８ に 示 す よ う に 、 右 半 回 転 フ ラ グ が オ ン か 否 か
判 定 さ れ る 。
　 具 体 的 に は 、 図 １ ２ に 示 す 遊 技 選 択 手 段 320に よ り 判 定 し て い る 。
【 ０ １ ４ ０ 】
　 上 記 判 定 の 結 果 、 右 半 回 転 フ ラ グ が オ フ の 場 合 に は 、 図 １ ８ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ
６ ６ ０ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ６ ７ ０ に 進 み 、 図 １ ６ に 矢 印 で 示 し た よ う に 、 回 転 体 305を 左
回 転 に ３ ６ ０ 度 回 転 す る 。
　 そ の 結 果 、 回 転 体 305の 凹 部 307に は ま り 込 ん だ 球 は 、 １ ８ ０ 度 回 転 す る 直 前 で 、 第 二 特
定 入 賞 部 304に 落 下 し 、 第 二 特 定 入 賞 部 検 出 手 段 312に よ り 検 出 さ れ る 。 こ の た め 、 第 三 遊
技 が 開 始 さ れ る 。 そ の 後 、 回 転 体 305は 、 更 に １ ８ ０ 度 回 転 し 、 回 転 体 305の 凹 部 307が 、
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図 １ ３ に 示 す よ う に 、 上 方 に 向 い た 位 置 で 停 止 す る 。
【 ０ １ ４ １ 】
　 上 記 処 理 後 、 図 １ ８ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ６ ７ ０ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ６ ８ ０ に 進 む
。
　 こ れ に 対 し 、 先 の ス テ ッ プ ６ ６ ０ に お い て 、 右 半 回 転 フ ラ グ が オ ン の 場 合 に は 、 図 １ ８
に 示 す よ う に 、 次 の ス テ ッ プ Ｓ ６ ６ １ に 進 み 、 図 １ ５ に 矢 印 で 示 し た よ う に 、 回 転 体 305
を 右 回 転 に １ ８ ０ 度 回 転 す る 。
【 ０ １ ４ ２ 】
　 例 え ば 、 回 転 体 305の 凹 部 307が 、 図 １ ３ に 示 す よ う に 、 上 方 に 向 い た 状 態 で は 、 共 通 特
定 入 賞 口 検 出 手 段 301を 通 過 し た 球 は 、 凹 部 307に は ま り 込 む こ と が 可 能 で あ る 。 そ し て 、
凹 部 307に は ま り 込 ん だ 球 は 、 １ ８ ０ 度 回 転 す る 直 前 で 、 第 一 特 定 入 賞 部 303に 落 下 し 、 第
一 特 定 入 賞 部 検 出 手 段 311に よ り 検 出 さ れ る 。 こ の た め 、 第 一 遊 技 が 開 始 さ れ る 。
　 回 転 体 305は 、 １ ８ ０ 度 回 転 し て 停 止 す る の で 、 図 １ ７ に 示 す よ う に 、 凹 部 307が 下 方 を
向 き 、 回 転 体 305の 円 弧 状 の 表 面 が 上 方 に 向 い た 状 態 と な る 。 こ の た め 、 共 通 特 定 入 賞 口
検 出 手 段 301を 通 過 し た 球 は 、 回 転 体 305の 円 弧 状 の 表 面 に 当 た っ て 、 左 右 に 振 り 分 け ら れ
る 。 左 右 に 振 り 分 け ら れ た 球 は 、 左 右 の 枠 部 306の 外 側 を 通 っ て 、 第 一 特 定 入 賞 部 303又 は
第 二 特 定 入 賞 部 304の い ず れ か に 落 下 す る 。
【 ０ １ ４ ３ 】
　 こ れ に 対 し 、 回 転 体 305の 凹 部 307が 、 図 １ ７ に 示 す よ う に 、 下 方 に 向 い た 状 態 で は 、 回
転 体 305が １ ８ ０ 度 回 転 す る と 、 凹 部 307が 、 図 １ ３ に 示 す よ う に 、 上 方 を 向 く 。
　 上 記 処 理 後 、 図 １ ８ に 示 す よ う に 、 ス テ ッ プ Ｓ ６ ６ １ か ら 次 の ス テ ッ プ Ｓ ６ ８ ０ に 進 む
。
　 上 記 ス テ ッ プ Ｓ ６ ８ ０ に お い て は 、 図 １ ８ に 示 す よ う に 、 回 転 フ ラ グ を リ セ ッ ト し 、 そ
の 後 、 当 該 処 理 を 終 了 す る 。
（ 第 三 の 実 施 の 形 態 ）
　 つ ぎ に 、 図 １ ９ を 用 い て 、 本 発 明 の 第 三 の 実 施 の 形 態 に つ い て 、 以 下 に 説 明 す る 。
【 ０ １ ４ ４ 】
　 本 実 施 の 形 態 の 特 徴 は 、 図 １ ９ に 示 す よ う に 、 特 定 領 域 81に 、 障 害 部 材 400を 配 置 し た
点 に あ る 。
　 上 記 障 害 部 材 400は 、 図 １ ９ に 示 す よ う に 、 次 の 部 材 を 備 え る 。
　 な お 、 障 害 部 材 400は 、 次 の （ １ ） ～ （ ２ ） に 限 定 さ れ な い 。
　 　 　 　 （ １ ） 第 一 特 定 用 障 害 部 材 410
　 第 一 特 定 用 障 害 部 材 410は 、 図 １ ９ に 示 す よ う に 、 第 一 特 定 領 域 83に 臨 み 、 当 該 第 一 特
定 領 域 83を 開 閉 す る た め の も の で あ る 。
【 ０ １ ４ ５ 】
　 例 え ば 、 第 一 遊 技 が 開 始 さ れ る と 、 第 一 特 定 領 域 83内 に 突 出 し 、 当 該 第 一 特 定 領 域 83へ
の 打 球 の 流 入 を 阻 止 し て い た 第 一 特 定 用 障 害 部 材 410が 引 っ 込 み 、 第 一 特 定 領 域 83を 開 放
し 、 当 該 第 一 特 定 領 域 83へ の 打 球 の 流 入 を 許 容 す る 。
　 　 　 　 （ ２ ） 第 二 特 定 用 障 害 部 材 420
　 第 二 特 定 用 障 害 部 材 420は 、 図 １ ９ に 示 す よ う に 、 第 二 特 定 領 域 84に 臨 み 、 当 該 第 二 特
定 領 域 84を 開 閉 す る た め の も の で あ る 。
【 ０ １ ４ ６ 】
　 例 え ば 、 第 二 遊 技 （ 第 四 遊 技 ） が 開 始 さ れ る と 、 第 二 特 定 領 域 84内 に 突 出 し 、 当 該 第 二
特 定 領 域 84へ の 打 球 の 流 入 を 阻 止 し て い た 第 二 特 定 用 障 害 部 材 420が 引 っ 込 み 、 第 二 特 定
領 域 84を 開 放 し 、 当 該 第 二 特 定 領 域 84へ の 打 球 の 流 入 を 許 容 す る 。
　 こ の と き 、 第 一 特 定 用 障 害 部 材 410は 、 第 一 特 定 領 域 83内 に 突 出 し 、 当 該 第 一 特 定 領 域 8
3へ の 打 球 の 流 入 を 阻 止 す る 。
（ 第 四 の 実 施 の 形 態 ）
　 つ ぎ に 、 図 ２ ０ ～ ２ １ を 用 い て 、 本 発 明 の 第 四 の 実 施 の 形 態 に つ い て 、 以 下 に 説 明 す る
。
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【 ０ １ ４ ７ 】
　 本 実 施 の 形 態 の 第 一 の 特 徴 は 、 図 ２ ０ に 示 す よ う に 、 第 一 特 定 領 域 510と 第 二 特 定 領 域 5
20と に 共 通 な 共 通 特 定 領 域 530を 設 け た 点 に あ る 。
　 す な わ ち 、 上 記 共 通 特 定 領 域 530を 通 過 後 、 第 一 特 定 領 域 510と 第 二 特 定 領 域 520と の い
ず れ か に 振 り 分 け ら れ る 。
　 本 実 施 の 形 態 の 第 二 の 特 徴 は 、 図 ２ １ に 示 す よ う に 、 特 定 入 賞 口 500に 、 障 害 部 材 600を
配 置 し た 点 に あ る 。
【 ０ １ ４ ８ 】
　 上 記 障 害 部 材 600は 、 図 ２ １ に 示 す よ う に 、 次 の 部 材 を 備 え る 。
　 な お 、 障 害 部 材 600は 、 次 の （ １ ） ～ （ ２ ） に 限 定 さ れ な い 。
　 　 　 　 （ １ ） 第 一 特 定 用 障 害 部 材 610
　 第 一 特 定 用 障 害 部 材 610は 、 図 ２ １ に 示 す よ う に 、 第 一 特 定 領 域 510に 臨 み 、 当 該 第 一 特
定 領 域 510を 開 閉 す る た め の も の で あ る 。
【 ０ １ ４ ９ 】
　 例 え ば 、 第 一 遊 技 が 開 始 さ れ る と 、 第 一 特 定 領 域 510内 に 突 出 し 、 当 該 第 一 特 定 領 域 510
へ の 打 球 の 流 入 を 阻 止 し て い た 第 一 特 定 用 障 害 部 材 610が 引 っ 込 み 、 第 一 特 定 領 域 510を 開
放 し 、 当 該 第 一 特 定 領 域 510へ の 打 球 の 流 入 を 許 容 す る 。
　 　 　 　 （ ２ ） 第 二 特 定 用 障 害 部 材 620
　 第 二 特 定 用 障 害 部 材 620は 、 図 ２ １ に 示 す よ う に 、 第 二 特 定 領 域 520に 臨 み 、 当 該 第 二 特
定 領 域 520を 開 閉 す る た め の も の で あ る 。
【 ０ １ ５ ０ 】
　 例 え ば 、 第 二 遊 技 （ 第 四 遊 技 ） が 開 始 さ れ る と 、 第 二 特 定 領 域 520内 に 突 出 し 、 当 該 第
二 特 定 領 域 520へ の 打 球 の 流 入 を 阻 止 し て い た 第 二 特 定 用 障 害 部 材 620が 引 っ 込 み 、 第 二 特
定 領 域 520を 開 放 し 、 当 該 第 二 特 定 領 域 520へ の 打 球 の 流 入 を 許 容 す る 。
　 こ の と き 、 第 一 特 定 用 障 害 部 材 610は 、 第 一 特 定 領 域 510内 に 突 出 し 、 当 該 第 一 特 定 領 域
510へ の 打 球 の 流 入 を 阻 止 す る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ １ ５ １ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 第 一 の 実 施 の 形 態 の 一 例 を 示 し 、 同 図 は 弾 球 遊 技 機 の 概 略 ブ ロ ッ ク 図 で
あ る 。
【 図 ２ 】 遊 技 盤 の 概 略 正 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 可 変 入 賞 装 置 の 概 略 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 図 ３ に 対 応 し 、 開 閉 扉 の 開 状 態 を 示 す 概 略 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 大 入 賞 口 の 概 略 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 図 ５ の 概 略 平 面 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 通 常 遊 技 状 態 の 概 略 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 ８ 】 遊 技 状 態 判 定 の 概 略 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 ９ 】 第 一 遊 技 制 御 の 概 略 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 １ ０ 】 第 二 遊 技 （ 第 四 遊 技 ） 制 御 の 概 略 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 １ １ 】 第 三 遊 技 制 御 の 概 略 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 １ ２ 】 本 発 明 の 第 二 の 実 施 の 形 態 の 一 例 を 示 し 、 同 図 は 弾 球 遊 技 機 の 概 略 ブ ロ ッ ク 図
で あ る 。
【 図 １ ３ 】 本 発 明 の 第 二 の 実 施 の 形 態 の 一 例 を 示 し 、 同 図 は 図 柄 表 示 装 置 、 共 通 入 賞 口 及
び 可 変 入 賞 装 置 を 示 す 概 略 正 面 図 で あ る 。
【 図 １ ４ 】 図 １ ３ の 共 通 特 定 入 賞 口 の 動 作 を 説 明 す る た め の 概 略 正 面 図 で あ る 。
【 図 １ ５ 】 図 １ ３ の 共 通 特 定 入 賞 口 の 動 作 を 説 明 す る た め の 概 略 正 面 図 で あ る 。
【 図 １ ６ 】 図 １ ３ の 共 通 特 定 入 賞 口 の 動 作 を 説 明 す る た め の 概 略 正 面 図 で あ る 。
【 図 １ ７ 】 図 １ ３ の 共 通 特 定 入 賞 口 の 動 作 を 説 明 す る た め の 概 略 正 面 図 で あ る 。
【 図 １ ８ 】 本 発 明 の 第 二 の 実 施 の 形 態 の 一 例 を 示 し 、 同 図 は 共 通 特 定 入 賞 口 の 振 分 の 概 略
フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
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【 図 １ ９ 】 本 発 明 の 第 三 の 実 施 の 形 態 の 一 例 を 示 し 、 同 図 は 大 入 賞 口 の 概 略 平 面 図 で あ る
。
【 図 ２ ０ 】 本 発 明 の 第 四 の 実 施 の 形 態 の 一 例 を 示 し 、 同 図 は 大 入 賞 口 の 概 略 斜 視 図 で あ る
。
【 図 ２ １ 】 図 ２ ０ の 概 略 平 面 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ １ ５ ２ 】
　 10　 弾 球 遊 技 機 　 　 　 　 　 　 　 　 　 20　 遊 技 盤
　 30　 第 一 特 定 入 賞 口 　 　 　 　 　 　 　 31　 第 一 特 定 入 賞 検 出 手 段
　 40　 第 二 特 定 入 賞 口 　 　 　 　 　 　 　 41　 第 二 特 定 入 賞 検 出 手 段
　 50　 可 変 入 賞 装 置 　 　 　 　 　 　 　 　 60　 図 柄 表 示 装 置
　 70　 開 閉 扉 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 71　 駆 動 源
　 80　 大 入 賞 口 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 81　 特 定 領 域
　 82　 一 般 入 賞 領 域 　 　 　 　 　 　 　 　 83　 第 一 特 定 領 域
　 84　 第 二 特 定 領 域 　 　 　 　 　 　 　 　 85　 可 変 入 賞 検 出 手 段
　 86　 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 　 　 　 　 87　 第 一 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段
　 88　 第 二 特 定 領 域 打 球 検 出 手 段 　 　 90　 第 一 遊 技 保 留 球 表 示 手 段
 100　 第 三 遊 技 保 留 球 表 示 手 段 　 　  200　 遊 技 制 御 手 段
 210　 第 一 遊 技 制 御 手 段 　 　 　 　 　  211　 第 一 遊 技 禁 止 手 段
 212　 第 一 遊 技 並 行 処 理 手 段 　 　 　  213　 第 一 遊 技 保 留 球 計 数 手 段
 214　 第 一 遊 技 保 留 球 記 憶 手 段 　 　  220　 第 二 遊 技 制 御 手 段
 221　 第 二 遊 技 継 続 手 段 　 　 　 　 　  230　 第 三 遊 技 制 御 手 段
 231　 第 三 遊 技 並 行 処 理 手 段 　 　 　  232　 第 三 遊 技 禁 止 手 段
 233　 第 三 遊 技 保 留 球 計 数 手 段 　 　  234　 第 三 遊 技 保 留 球 記 憶 手 段
 235　 遊 技 重 複 防 止 手 段 　 　 　 　 　  240　 第 四 遊 技 制 御 手 段
 241　 第 四 遊 技 継 続 手 段
（ 第 二 の 実 施 の 形 態 ）
 300　 共 通 特 定 入 賞 口 　 　 　 　 　 　  301　 共 通 特 定 入 賞 口 検 出 手 段
 302　 振 分 手 段 　 　 　 　 　 　 　 　 　  303　 第 一 特 定 入 賞 部
 304　 第 二 特 定 入 賞 部 　 　 　 　 　 　  305　 回 転 体
 306　 枠 部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  307　 凹 部
 310　 共 通 特 定 入 賞 検 出 手 段 　 　 　  311　 第 一 特 定 入 賞 部 検 出 手 段
 312　 第 二 特 定 入 賞 部 検 出 手 段 　 　  320　 遊 技 選 択 手 段
 321　 遊 技 選 択 抽 選 手 段 　 　 　 　 　  330　 共 通 特 定 入 賞 口 抽 選 表 示 手 段
 340　 共 通 特 定 入 賞 口 保 留 球 表 示 手 段 　  341　 第 一 遊 技 保 留 球 表 示 手 段
 342　 第 三 遊 技 保 留 球 表 示 手 段
（ 第 三 の 実 施 の 形 態 ）
 400　 障 害 部 材 　 　 　 　 　 　 　 　 　  410　 第 一 特 定 用 障 害 部 材
 420　 第 二 特 定 用 障 害 部 材
（ 第 四 の 実 施 の 形 態 ）
 500　 特 定 領 域 　 　 　 　 　 　 　 　 　  510　 第 一 特 定 領 域
 520　 第 二 特 定 領 域 　 　 　 　 　 　 　  530　 共 通 特 定 領 域
 600　 障 害 部 材 　 　 　 　 　 　 　 　 　  610　 第 一 特 定 用 障 害 部 材
 620　 第 二 特 定 用 障 害 部 材
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